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Ⅰ.はじめに 

我が国は、2020 年 10 月に 2050 年カーボンニュートラルの実現を目指すこと

を宣言しており、2024年 12月にパブリックコメントが開始された第７次エネル

ギー基本計画（案）においては、エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高

い電源を最大限活用することとされている。再生可能エネルギーについては、主

力電源化を徹底し、関係省庁や自治体が連携して施策を強化することで、地域と

の共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促すこととされている。 

今年度の本委員会では、こうした点や、再生可能エネルギー大量導入・次世代

電力ネットワーク小委員会等における再生可能エネルギーの主力電源化に向け

た検討等も踏まえつつ、調達価格・基準価格や入札制度等の検討を行った。 

再エネ特措法の規定に基づき、ここに本委員会の意見を取りまとめる。 

本意見が再生可能エネルギーの最大限導入の後押しとなることを期待すると

ともに、電力需要家や関係事業者、国民各層の理解が広く得られたかたちで、事

業環境の整備を含めた再生可能エネルギーの導入促進が図られることを望む。 

経済産業大臣におかれては、本意見を尊重して、2025 年度以降の交付対象区

分等、基準価格等、特定調達対象区分等、調達価格等、入札を実施する交付対象

区分等及び特定調達対象区分等、入札実施指針並びに解体等積立基準額の決定

を行うことを求める。また、これらについてパブリックコメント等を実施した結

果として、本意見の内容と異なる決定をするときは、事前に本委員会の意見を聴

くように求める。 

本委員会として、どのような考え方で意見集約に至ったかを明らかにするこ

とで、再エネ発電事業者の事業の予見可能性を向上させるため、以下、意見集約

に当たって、本委員会として合意した考え方を記す。 
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Ⅱ.今年度の検討の視点  

◼ 再生可能エネルギーについては、2050 年におけるカーボンニュートラルの

実現を目指すことが掲げられている。2024年 12月にパブリックコメントが

開始された第７次エネルギー基本計画（案）においても、こうした目標の実

現に向けて、エネルギー政策の原則である S＋3Eを大前提に、再生可能エネ

ルギーの主力電源化を徹底し、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら

最大限の導入を促していくこととされている。 

◼ この第７次エネルギー基本計画（案）の策定に向けては、総合資源エネルギ

ー調査会基本政策分科会において、①最近のエネルギー情勢への評価、②今

後のエネルギー政策の基本的な方向性、③エネルギーミックスのあり方など、

様々な視点から議論が行われた。 

◼ 今年度の本委員会では、こうした点も踏まえつつ、国民負担の抑制、電源の

特性を踏まえたリスクの評価や分担、電力システムへの影響等も勘案し、中

長期的な視点で時間軸を意識しながら、調達価格・基準価格等について、検

討を行った。 
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Ⅲ.分野別事項  

1．太陽光発電 

◼ 太陽光発電については、2030年エネルギーミックス（10,350～11,760万 kW）

の水準に対して、2024 年３月末時点の FIT 前導入量＋FIT・FIP 認定量は

8,010 万 kW、導入量は 7,380 万 kW。10kW～50kW の小規模事業用太陽光案件

が多く、事業用太陽光発電の FIT・FIP 導入量全体に占める割合は、容量ベ

ースで 32％程度となっている（参考１、参考２）。 

【参考１】太陽光発電の FIT・FIP認定量・導入量 

  
【参考２】事業用太陽光発電の年度別・規模別での FIT・FIPの認定量・導入量 
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◼ 2024年度の調達価格・基準価格は、住宅用（10kW未満）が 16円/kWh、事業

用（50kW以上 250kW未満）が 9.2円/kWh（屋根設置は 12円/kWh）などであ

る。事業用（250kW 以上）は屋根設置を除き入札対象となっており、2024年

度からは、250kW 以上の設備は FIP 入札を実施。今年度の入札については、

コスト低減の加速を図る観点から、入札対象範囲は可能な限り拡大していく

ことが望ましい一方で、250kW 以上/未満では資本費に一定の差異が見られ

ることや、入札準備に必要な経費は小規模案件ほど相対的に大きな負担であ

ることも踏まえ、2024年度の入札については、これまでと同様に、原則 250kW

以上を対象として実施した。 

◼ 今年度、既に実施している入札（第 20～22回）の落札容量は、計 183MW（入

札容量は 209MW）。また、平均落札価格は 8.17円/kWh（第 22 回）と相当程度

低減（参考３）。 

【参考３】太陽光入札の結果（2021～2024年度） 

 

（1） 事業用太陽光発電のコスト動向 

① 事業用太陽光発電の資本費 

◼ 設置年別に事業用太陽光発電の資本費の構成変化を見ると、パネル費

用は低減している（2013年から 2024年までに▲60％）。また、工事費

は増加・横ばい傾向にあったものの、直近は減少に転じている（参考

４）。 
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【参考４】事業用太陽光の設置年別の資本費内訳（10kW以上全体） 

  

◼ 地上設置の事業用太陽光発電について、設置年別に資本費を見ると、全

体的に低減する傾向。特にパネル費用や工事費が低減する傾向（2013年

から 2024 年までに、パネル費用は▲53％、工事費は▲10％）（参考５）。 

【参考５】事業用太陽光の設置年別の資本費内訳（10kW以上全体：地上設置） 

 

 

◼ 屋根設置の事業用太陽光発電について、設置年別に資本費を見ると、

2021 年以降は一定の費用水準で推移しており、2024 年は、パネル費用

及び工事費において、2023年からやや増加している（参考６）。 
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【参考６】事業用太陽光の設置年別の資本費内訳（10kW以上全体：屋根設置） 

 

◼ 事業用太陽光発電のシステム費用については、すべての規模で低下傾向

にあり、2024年に設置された 10kW以上の平均値（単純平均）は 22.6万

円/kW（中央値は 21.5万円/kW）となり、平均値は前年より 1.2万円/kW

（5.2%）低減した。平均値の内訳は、太陽光パネルが約 38%、工事費が

約 33%を占める（参考７）。 

【参考７】事業用太陽光発電のシステム費用の規模別の推移 

  

◼ これまでの本委員会においては、費用効率的な事業実施を促していく

観点から、運転開始期限が３年間であることを踏まえ、足元のトップ

ランナー水準が、３年後にどの程度の水準に位置するかに着目して、

システム費用の想定値を設定してきた。 
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◼ これまでと同様に、３年前の設置案件のコスト水準に着目した場合、

地上設置（50kW以上）のコスト水準においては、2019 年設置の上位

23％水準、2020年設置の上位 38%水準、2021年設置の上位 36%水準

が、それぞれ 2022年設置、2023年設置、2024年設置の中央値と同程

度であることが確認できた（参考８）。 

◼ これらを踏まえると、トップランナー水準は上位 32％水準として、

2026年度の地上設置（50kW以上）の想定値は、2024年の地上設置

（50kW以上）の上位 32%水準である 12.8万円/kWを、2026年の地上設

置（10-50kW）の想定値は、2024年の地上設置（10kW以上）の上位

32％水準である 17.6万円/kWとすることが考えられ、それぞれ、地上

設置（50kW 以上）については、2025年度の想定値（11.3 万円/kW）を

やや上回るが、地上設置（10-50kW）については、2025 年度の想定値

（17.8万円/kW）をやや下回る。 

◼ 効率的な事業実施を促す観点からは、トップランナー水準として設定

した想定値の達成は引き続き目指すべきである。国際市況においては

モジュール価格が低下傾向にあることや、直近の第 22 回事業用太陽光

入札において平均落札価格が相当程度低下し、8.17円/kWhとなってい

ることにも留意が必要である。 

  

【参考８】事業用太陽光発電（地上設置）のシステム費用のトップランナー分析 
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◼ 2024年度の屋根設置（10kW以上）のシステム費用については、平均値

22.01万円/kW、中央値 22.12万円/kWとなっており、2025 年度の想定

値（15.0 万円/kW）を上回っている（参考９）。 

◼ 他方、FIT/FIP 認定から運転開始までには一定の期間を要する中で、効

率的な事業実施を促す観点から、例えば、上位 30％水準を参照すると

18.89万円/kW、上位 20％水準を参照すると 17.84万円/kWなどとなっ

ており、想定値に近づく。 

◼ 直近のコスト低減の鈍化傾向は、太陽光パネルの価格上昇等が影響し

ていると考えられるところ、国際市況においては、モジュール価格が

低下傾向にある。 

◼ こうした点やトップランナーによる事業実施の状況を参考としなが

ら、想定値以下の水準に向けて更なるコストダウンを図っていくこと

が重要である。 

◼ システム費用と同様に、土地造成費についても、地上設置/屋根設置の

別に、2024年設置案件の定期報告データを分析すると、地上設置は平

均値 1.11 万円/kW、中央値 0.63万円/kWとなり、2025 年度の想定値

0.9万円/kW と同程度の水準。なお、平均値については、４万円/kW以

上の土地造成費が高い少数の案件により引き上げられており、分布と

しては、４万円/kW以下の案件がほとんどである。屋根設置は平均値

0.00万円/kW、中央値 0.00万円/kWと土地造成費を要していない（参

考 10）。 

【参考９】事業用太陽光発電（屋根設置）の規模別システム費用推移（平均値） 
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【参考 10】事業用太陽光発電（地上設置/屋根設置）の土地造成費 

 

◼ 接続費についても、地上設置/屋根設置の別に、2024年設置案件の定期

報告データを分析すると、地上設置は平均値 1.42万円/kW、中央値

1.14万円/kWと、2025年度の想定値 1.35万円/kWと同程度の水準。屋

根設置も平均値 0.71万円/kW、中央値 0.35万円/kWと、2025年度の想

定値 0.3万円/kWと同程度の水準（参考 11）。 

【参考 11】事業用太陽光発電（地上設置/屋根設置）の接続費 

 

② 事業用太陽光発電の運転維持費 

◼ 運転維持費についても、地上設置/屋根設置の別に、2024年設置案件の

定期報告データを分析すると、地上設置は平均値 0.53 万円/kW/年、中

央値 0.42 万円/kW/年、屋根設置は平均値 0.54万円/kW/年、中央値

0.40万円/kW/年と、地上設置/屋根設置ともに、中央値に着目すると、

昨年度に引き続き、2025年度の想定値 0.5万円/kW/年を下回る（参考

12）。 
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【参考 12】事業用太陽光発電（地上設置/屋根設置）の運転維持費 

 

③ 事業用太陽光発電の設備利用率 

◼ 2026年度の想定値については、屋根設置/地上設置それぞれにおいて、

昨年度と同様に、直近の設備利用率の地上設置：上位 15％水準、屋根

設置：上位 26％水準を参照すると、地上設置（10-50kW）は 21.5％、

地上設置（50kW以上）は 18.4％、屋根設置は 14.3％となり、2025年

度の想定値（地上設置（10-50kW）：21.3％、地上設置（50kW以上）：

18.3％、屋根設置：14.5％）と同水準（参考 13）。 

【参考 13】事業用太陽光発電（地上設置/屋根設置）の設備利用率 
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④ 屋根設置太陽光の自家消費分の便益 

◼ 屋根設置の事業用太陽光発電1の自家消費率の実績に着目すると、全設

置期間で平均 16.9%、特に直近の設置年の自家消費率は約 46%程度とな

っており、低圧事業用太陽光発電（10-50kW）に対して 30%超の自家消

費を求めていることの効果が見られる（参考 14）。 

◼ なお、自家消費率の想定値は、地域活用要件で求めている自家消費率

を参考に設定している。地域活用要件における自家消費率の設定に際

しては、蓄電池コストが高い実態や、住宅用太陽光発電における自家

消費率の想定値が参考にされた。 

◼ 自家消費の便益について、これまでと同様の考え方に基づき、大手電

力の直近 10年間（2014年度～2023年度）の産業用電気料金単価2の平

均値に、現行の消費税率（10％）を加味すると、20.11 円/kWhとなる

（参考 15）。 

 

 

1 全量売電の案件を除く。 

2 なお、電気料金については、2022 年２月のロシアによるウクライナ侵略開始等による燃料輸

入価格の高騰に伴う影響を受けているものの、本頁に記載の電力料金の水準は、2023 年１月使

用分から開始された電力・ガス料金支援による効果を含めた価格であることを踏まえ、2021 年

度と 2022 年度を含む直近 10 年間の電力料金単価の平均値を参照しつつ、引き続き動向を注視

していくこととする。 

【参考 14】事業用太陽光発電（屋根設置）の自家消費率の設置年別推移 
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【参考 15】大手電力の電気料金平均単価（税抜）の推移 

  

（2） 事業用太陽光発電（入札対象外）の 2026 年度の調達価格・基準価格 

◼ 運転年数について、昨年度の本委員会では、以下のとおり、取りまと

めた。 

➢ パネル保証の動向や卒 FITの再エネ電気に対するニーズを踏まえ、

地上設置については 25年間の運転を想定。 

➢ 屋根設置については、外壁や屋根の塗り替え等も想定されることか

ら、20 年間の運転を想定。 

◼ こうした点を踏まえ、2026年度の運転年数の想定値についても、地上

設置は 25 年間、屋根設置は 20年間とした上で、今後、その利用実態

等を踏まえて、想定する運転年数の更なる延長を検討することとし

た。 

◼ なお、2026 年度の調達期間終了後の売電価格の想定値について、2021

～2022年度の卸電力取引市場価格は、2022年２月のロシアによるウク

ライナ侵略開始等による燃料輸入価格の高騰に伴う影響を受けている

一方、2023 年度（10.74円/kWh）には 2020年度（11.21 円/kWh）と同

水準となったことから、2016年度（電力小売全面自由化）から 2023年

度のうち、2021年度と 2022年度を除いた７年間のシステムプライス平

均値の平均を採用し、9.6円/kWhを想定することとした。但し、今

後、卸電力取引市場価格の動向を踏まえ、2021年度と 2022年度を外れ

値として扱うべきではないと判断されれば、算定の対象として当該年

度のデータも用いることとした。 

◼ 地上設置（10kW以上 50kW未満）については、システム費用、土地造成

費、接続費等の資本費及び設備利用率においては、2025 年度の想定値

と同程度の水準又はやや下回ることから、今後も動向を注視しつつ、

2025年度の想定値を据え置くこととした。運転維持費については、

2025年度の想定値を下回ることから、2026年度の想定値を 0.42万円
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/kW/年と設定することとした。 

◼ 地上設置（50kW以上）については、システム費用は、2025年度の想定

値をやや上回るものの、効率的な事業実施を促す観点からは、引き続

きトップランナー水準として設定した想定値の達成を目指すべきであ

ることに加えて、2024年設置案件は、2023年案件の中央値・平均値を

ともに下回っていることを踏まえて、2025年度の想定値を維持するこ

ととした。システム費用以外のコストについては、地上設置（10kW以

上 50kW未満）と同様の考え方に基づき、土地造成費、接続費、設備利

用率は、2025 年度の想定値を据え置くこととし、運転維持費について

は、2026 年度の想定値を 0.42万円/kW/年と設定することとした。 

◼ 屋根設置（10kW以上）については、システム費用は、平均値・中央値

いずれも 2025年度の調達価格における想定値を上回る。一方、システ

ム費用の増加については、太陽光パネルの過去の価格上昇等が影響し

ていると考えられるところ、国際市況において、モジュール価格が低

下傾向にあることにも留意が必要であることに加え、効率的な事業実

施を促す観点からも、引き続き想定値の達成を目指すべきである。ま

た、運転維持費は 2025年度の想定値を下回り、自家消費率について

は、想定値を上回る水準となっている。その他、土地造成費、接続

費、設備利用率は 2025年度の想定値と同水準である。以上の点を総合

的に勘案して、2026年度の屋根設置（10kW以上）における調達価格・

基準価格における想定値は、2025年度の調達価格・基準価格における

想定値を維持することとした。 

◼ 前述のコストデータ等を踏まえて、2026年度の調達価格・基準価格に

おける想定値については、参考 16の表のとおりとした。 
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【参考 16】2026年度の調達価格・基準価格における想定値 

 

（3） 事業用太陽光発電の 2026 年度の解体等積立基準額 

◼ これまでの本委員会では、2012～2023年度認定の解体等積立基準額に

ついて、各年度の調達価格・基準価格・入札上限価格における想定値

（廃棄等費用、設備利用率等）に基づき、「想定設備利用率で電気供給

したときに、調達期間又は交付期間の終了前 10年間で、想定の廃棄等

費用を積み立てられる kWh当たりの単価」を設定した。 

◼ 2024年度認定の解体等積立基準額についても、同様の設定方法としつ

つ、低圧事業用太陽光については、１割以上設備利用率が低下して

も、廃棄等費用を適切に積み立てる観点から、調達価格・基準価格の

想定値から１割減じた設備利用率に基づき、2024年度認定の解体等積

立基準額を設定することとした。なお、昨年度の委員会において、

2025年度認定の解体等積立基準額についても、2024年度と同様の設定

方法に基づき設定している。 

◼ 引き続き廃棄費用を適切に積み立てていく必要があることを踏まえ、

事業用太陽光発電の 2026年度認定の解体等積立基準額については、

2025年度と同様の設定方法に基づき設定し、特段の事情変更が生じな

い限りは、今後も同様の設定方法に基づき設定することとした（参考

17）。 
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【参考 17】2026年度の廃棄等費用の取扱い 

  

（4） 住宅用太陽光発電のコスト動向 

① 住宅用太陽光発電のシステム費用 

◼ 住宅用太陽光発電のシステム費用は新築案件・既築案件ともにやや上

昇傾向にある。 

◼ 新築案件について、設置年別に見ると、2024年設置の平均値は 28.6万

円/kW（中央値 28.7万円/kW）となり、2025年度の想定値（25.5万円

/kW）を上回り、2023年設置より 0.3万円/kW（1.0%）、2022年設置よ

り 1.7万円/kW（6.5％）増加した。平均値の内訳は、太陽光パネルが

約 47%、工事費が約 29%を占める（参考 18）。 
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【参考 18】住宅用太陽光発電のシステム費用の推移とその内訳 

 
 
  

② 住宅用太陽光発電の運転維持費 

◼ 運転維持費について、2024年設置案件の定期報告データ3を分析する

と、平均値は、1,061円/kW/年であり、2025年度の想定値（3,000円

/kW/年）を下回っている。 

③ 住宅用太陽光発電の設備利用率 

◼ 設備利用率について、2024年１月から 2024年８月の間に収集したシン

グル発電案件の平均値は 14.5%だった。これまでの本委員会と同様に、

過去４年間に検討した数値の平均をとると 14.1％となり、想定値

 

 

3 なお、定期報告データ（2024 年１月~８月）の 87％が０円/kW/年であり、この原因として

は、定期報告データに対象年に点検費用や修繕費用が発生していない案件が多く存在する可能

性が考えられる。 

また、例年通り、一般社団法人太陽光発電協会へのヒアリング調査を実施し、コストデータの

収集を行った。ヒアリングの結果、5kW の設備を想定した場合、発電量維持や安全性の確保の

観点から３~５年ごとに１回程度の定期点検が推奨されており、１回当たりの点検費用の相場

は約 4.1 万円程度であること（昨年度のヒアリング調査では約 4.7 万円程度）、パワコンにつ

いては、20 年間で一度は交換され、42.3 万円程度が一般的な相場であること（昨年度のヒア

リング調査では 34.5 万円程度であり、上昇の要因としては、人件費増等が考えられる。）が分

かった。以上を kW あたりの年間運転維持費に換算すると、約 6,300 円/kW/年となり、2025

年度の想定値（3,000 円/kW/年）を上回った。想定値の設定においては、定期報告データを参

照しつつ、点検費用やパワコン本体の費用動向について、今後もよく注視することとした。 
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（13.7％）と同水準又はやや上回る（参考 19）。 

◼ これらを踏まえ、2026年度の設備利用率の想定値は、2025年度の想定

値 13.7%を据え置くこととした。 

【参考 19】過去４年間に検討した設備利用率 

 

⑤ 住宅用太陽光発電の余剰売電比率・自家消費分の便益 

◼ 余剰売電比率について、2024年１月から 2024年８月の間に収集したシ

ングル発電案件を分析すると、平均値 67.3%（中央値 69.1%）であり、

想定値（70.0%）と同水準であった。 

◼ 2025年度の自家消費分の便益については、大手電力の直近 10年間

（2013年度～2022年度）の家庭用電気料金単価に、消費税率（10%）

を加味して、27.31円/kWhと設定されている。 

◼ 同様の考え方に基づき、大手電力の直近 10年間（2014 年度～2023年

度）の家庭用電気料金単価の平均値に、現行の消費税率（10％）を加

味すると 27.45円/kWhとなる（参考 15）。 

⑥ 住宅用太陽光発電の調達期間終了後の売電価格 

◼ 住宅用太陽光発電の調達期間終了後の売電価格については、各小売電

気事業者が公表している買取メニューにおける売電価格をもとに、こ

れまで設定してきた。 

◼ 今回、2024年 12月時点で確認できた買取メニューにおける売電価格を

確認したところ、その平均値は 10.1円/kWh、中央値は 9.5円/kWhであ

った（2023年 11月末時点での確認では中央値は 10.0 円/kWh）。再エネ

特措法上、調達価格の設定は「再エネ電気の供給が『効率的に』実施

される場合に通常要する費用」等を基礎とすることとされており、中

央値より効率的な（高価格な）水準を想定することもあり得る。しか
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し、10円/kWh水準以上のメニューは、当該小売電気事業者による電気

供給とのセット販売や、蓄電池併設等の条件付きであることが比較的

多いため、状況を注視することが重要（参考 20）。 

【参考 20】各小売電気事業者が公表している買取メニューの分布 

（2024年 12月時点） 

 
 

（5） 住宅用太陽光発電の 2026 年度の調達価格 

◼ 前述のコストデータ等を踏まえると、住宅用太陽光発電（10kW未満）に

ついて、自家消費便益は微増となったが、システム費用は新築案件・既

築案件ともにやや上昇傾向にあり、2025年度の想定値を上回る。効率的

な事業実施を促す観点から、引き続き想定値の達成を目指すべきであり、

2026 年度の住宅用太陽光発電（10kW 未満）における調達価格における

想定値は、2025年度の調達価格における想定値を維持することとしては

どうか。 

◼ 以上を踏まえて、2026年度の調達価格における想定値は、以下のとおり

としてはどうか（参考 21）。 

【参考 21】2026年度の調達価格における想定値 
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（6） 初期投資支援スキームについて【Ｐ】 

① 初期投資支援スキームの導入 

◼ 太陽光発電については、我が国において導入が着実に進展しており、

一定程度導入コストの低減が進んだことで、FIT/FIP制度によらずに事

業を実施する形態も生じている。また、自家消費や分散型エネルギー

リソースとしての活用も期待される。 

◼ 一方で、太陽光発電の年間導入量は、地域と共生しながら効率的に事

業が実施できる適地の不足等を背景に、FIT制度導入当初に比べて低下

している。こうした中で、今後の太陽光発電の導入を拡大していくた

めには、まずは、比較的地域共生がしやすく、自家消費型で導入され

ることで系統負荷の低い屋根設置太陽光発電のポテンシャルを更に積

極的に活用していくことが重要である。 

◼ 屋根設置太陽光発電については、国が率先して公共部門への設置を進

めていく（2040年に設置可能な建築物等の 100％に太陽光発電設備を

設置することを目指す）が、量的な導入拡大を図るうえでは、関係省

庁の施策と連携しながら、工場・オフィス等の民間部門や住宅部門で

の取組を強化することが重要となる。具体的には以下のとおり。 

➢ 省エネ法に基づく定期報告の内容に、屋根設置太陽光の設置余地や

導入状況に関する事項を追加することで、工場等の屋根への太陽光

発電の設置を促進する。 

➢ 2030年に新築戸建住宅の６割への太陽光発電の設置を目標とし、

その確実な達成に向けて、建売戸建及び注文戸建住宅に係る住宅ト

ップランナー基準として、一定割合の太陽光発電設備の設置を求

め、住宅への太陽光発電設備の設置を促進する。 

➢ 建築物再生可能エネルギー利用促進制度、低炭素建築物の認定制

度、建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度等を活用

し、建築物への太陽光発電設備の設置を促進する。 

◼ FIT/FIP制度においては、これまで、事業用太陽光発電において屋根設

置区分を設定し、地上設置区分より高い FIT/FIP価格を設定する

（2023年 10月～）など、屋根設置太陽光の積極推進を図ってきた。今

般、本委員会では、屋根設置太陽光の設置者となる建物所有者につい

て、財務基盤や与信が小さい傾向にあることを踏まえ、早期の投資回
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収を可能とする「初期投資支援スキーム」の措置を検討した。 

② 制度全体の考え方 

◼ 第 95回の本委員会（2024年 10月 16日）では、初期投資支援スキーム

の導入に対し、廃棄等費用の適切な積立てを担保する必要性や、自家

消費の促進・長期安定電源化を阻害しない制度設計の必要性等につい

て指摘があった。 

◼ また、「初期支援と後期支援の期間を別個に設定し、初期の価格を高く

/後期の価格を低くする」という事務局案（階段型の価格設定）の他

に、そもそもの支援期間（FIT/FIP期間）を短縮する方法（支援期間の

短縮）もあるのではないか、との指摘があった。 

③ 初期投資支援スキームに関する論点 

◼ 初期投資支援スキームを導入する場合の論点について、「階段型の価格

設定」又は「支援期間の短縮」を採用する場合、あるいは、いずれの

スキームを採る場合であっても留意する必要のある論点を下表のとお

り整理した（参考 22）。 

【参考 22】初期投資支援スキームに関する論点 
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④ 具体的なスキーム 

◼ 自家消費の促進（論点３）や国民負担の抑制（論点４4）を前提とし

て、これらの論点に関する留意事項の条件が満たされる範囲内で、投

資回収期間の早期化（論点１）を最大限図ることとした。 

◼ なお、事業継続・適切な廃棄の確保（論点２）の観点からは、少なく

とも、廃棄等積立制度の対象となっている事業用太陽光に関して、同

制度との整合性を図りつつ、適切に廃棄等費用を確保する必要があ

る。このため、住宅用太陽光は、投資回収期間の早期化の効果を最大

化するために「支援期間の短縮」のスキームを採ることを基本とする

一方で、事業用太陽光（屋根設置）は、「階段型の価格設定」のスキー

ムを採ることで、事業継続・適切な廃棄の確保を図ることとした。 

◼ その後、住宅用太陽光発電の設置に関するビジネスモデルの実態を精

査したところ、一部では、PPAにより住宅の屋根に太陽光発電を設置す

る形（いわゆる「屋根貸しモデル」）により、事業実施を行っている例

が確認された。また、事務局がヒアリングを実施したところ、こうし

た事業は、FIT制度により、一定期間において、確実な売電収入が見込

まれることを前提にファイナンスを組成しており、現在のビジネスモ

デルを前提とすれば、支援期間を短縮した場合にファイナンスの組成

が困難となるおそれがあるとの意見があった。 

◼ 住宅用太陽光については、2019年の卒 FIT案件の登場以降、FIT期間

終了後の小売電気事業者の買取メニューが相当程度多様に用意されて

おり、これらの買取メニューを活用することで、FIT期間終了後も売電

時に十分な売電収入を得ることが可能となっている。特に、小売電気

事業者による買取額が高い場合は、「階段型の価格設定」を採用して

FIT期間の後期に低い価格での FIT支援を受けるよりも、「支援期間の

短縮」を採用して小売電気事業者の買取メニューによる売電を行った

方が、より大きな収益を確保できる可能性がある。 

 

 

4 需給近接型太陽光の導入を促進する意義の一つとしては、地上設置太陽光と比較し、系統負

荷が小さいため、統合コストの抑制が想定されることが挙げられる。他方、初期投資支援スキ

ーム適用後の調達価格/基準価格の設定水準によっては、国民負担が増加する可能性があるた

め、加重平均後の卸電力取引市場価格の水準を踏まえた国民負担にも留意しつつ、調達価格/

基準価格を設定することとした。 
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◼ また、再生可能エネルギーの自立化という観点からは、FIT/FIP制度を

前提としない事業・ファイナンスのモデルを早期に確立することが重

要である。この点でも、FIT制度が無ければ成立し得ないモデルを前提

として制度設計を行う（「階段型の価格設定」を採用する）ことには慎

重であるべきと考えられる。 

◼ 他方で、こうしたビジネスモデルは、既に現行の FIT制度を踏まえて

事業を一定程度拡大している中で、その予見性を確保し、住宅用太陽

光発電の導入が滞らないようにすることも必要となる。 

◼ 以上の点を踏まえ、住宅用太陽光に適用する初期投資支援スキームと

しては、「支援期間の短縮」が適切であるとの原則は維持しつつも、一

定の猶予期間を設け、当該期間の間は「階段型の価格設定」による初

期投資支援スキームを適用することとした5。 

◼ その上で、猶予期間の終了以降、住宅用太陽光に対して FIT/FIP制度

による支援を継続し、かつ、初期投資支援スキームを適用する場合に

は、「階段型の価格設定」ではなく「支援期間の短縮」の適用を基本と

することとした。 

◼ また、住宅用太陽光に対して「階段型の価格設定」を適用する期間を

検討するにあたっては、これまでの本委員会において、住宅用太陽光

について、事業者の予見可能性を担保する観点から、向こう２年間の

価格を設定してきたことを考慮した。 

◼ 具体的には、住宅用太陽光に適用する初期投資支援スキームとして

は、「支援期間の短縮」が適切であるとの原則を踏まえつつ、「階段型

の価格設定」について、事業者の予見可能性が担保されるよう、十分

な猶予期間を設定する観点から、2026年度まで適用することとし、そ

の上で、2027 年度6以降の取扱いについては、来年度以降の本委員会で

議論することとした（参考 23）。 

 

 

5 住宅用太陽光に対して適用する初期投資支援スキームについては、「支援期間の短縮」を採

用する方向で、本委員会における議論を進めてきたところ。「階段型の価格設定」の採用につ

いては、その影響を、パブリックコメントの意見等を通じて精査し、見直しの必要があるので

あれば、改めて本委員会の意見を聴くこととした。 

6 地熱・中小水力以外の全電源については、2027 年度以降、FIP 制度のみ認められる対象を

50kW 以上とすることとされており、2027 年度以降、電力市場への統合が期待されている。 
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【参考 23】初期投資支援スキームに関する論点 

 

 

◼ また、事業用太陽光（屋根設置）、住宅用太陽光の初期投資の支援を行

う期間・価格について、自家消費の促進や国民負担の抑制を前提に、

次の前提条件の下で投資回収の早期化の効果を最大化する値を算定し

た。 

➢ 電気料金の水準について、2025年度の価格設定に際して想定して

いた自家消費便益の想定値（産業用電気料金水準：19.56円/kWh、

家庭用電気料金水準：27.31円/kWh）とし、初期投資支援期間の価

格がこれを超えないようにする。 

➢ 加重平均後の卸電力取引市場価格の水準を 8.3円/kWh と設定した

うえで、初期投資支援スキームにより調達価格/基準価格を設定し

た際の国民負担と、従来の方法で調達価格/基準価格を設定した際

の国民負担については、割引現在価値ベース（割引率：２％）で、

前者が大きくならないようにする。 

◼ また、新築建物に太陽光発電設備を設置する際には、設備費用が住宅

の建設・購入費用の内数となり、太陽光発電設備自体の投資回収期間

が、太陽光発電の導入に対する大きな障壁にならないとの指摘もあ

る。一方で、足元における新築戸建住宅への太陽光発電設備設置率は

31.4％程度であり、2030年度目標（60％）に向けて取組を強化する必

要がある中で、現時点では新築建物への設置を支援の対象外とせず、
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今後の新築建物への太陽光発電設備の導入率や、本措置が設置者の自

家消費の動向に与える影響等についてモニタリングするとともに、関

係施策の動向を注視することとした。 

◼ また、太陽光発電設備が設置された建物において、蓄電池やヒートポ

ンプ給湯器等による、発電した再エネ電気の消費時間帯のシフトにつ

いて検討する場合、電気料金単価の水準が、売電単価（調達価格・基

準価格）の水準より高いか否かが問題となる。 

◼ 旧一電 10 社＋新電力小売電気事業者 100社のうち、2025 年１月時点で

確認できた電力料金プランによると、夜間電力料金プランを提供して

いる事業者数は 122件（27社）であり、その平均値は 23.4円/kWh、中

央値は 24.2 円/kWhであった。一方、夜間電力料金プランのうち、加入

できる者を限定している電力料金プラン7も一定程度見られた。 

◼ 初期投資支援スキームにおいては、投資回収期間と自家消費その他の

論点との間にはトレードオフの関係があるものの、家庭用電気料金水

準を参考に、自家消費へのディスインセンティブを最大限抑える価格

設定を行うこととしている。 

 

⑤ 法制上の整理 

a) 調達期間の考え方 

◼ 今般の初期投資支援スキームのうち、「支援期間の短縮」が適切である

との議論がなされた住宅用太陽光は、「支援期間の短縮」が適用される

際には、調達期間（現行：10年間）が短縮されることとなる。 

◼ 調達期間は、再エネ特措法において「再エネ発電設備の重要な部分の

更新の時までの標準的な期間」が勘案要素とされており（第３条第６

項）、再エネ特措法の趣旨の範囲内で、経済産業大臣に具体的期間の設

定が委任されている。 

◼ こうした考え方の下、平成 24年度の本委員会では、「法定耐用年数を

基礎」としつつ、「分野ごとに、合理的な事情が認められる場合には、

その年数の延長又は短縮を行う」という考え方を整理したうえで、こ

 

 

7 組合員や自社戸建て住宅の居住者等に限定したプランを提供する事業者が 4 社。蓄熱式機器

の所持者に限定したプランを提供する事業者は加入者限定と取り扱っていない。  



28 

れに基づき、住宅用太陽光の法定耐用年数は 17年であるが、個人住宅

の外壁や屋根の塗り替えが 10～15年程度で実施されること等を考慮

し、調達期間を 10年間と設定している。 

◼ 今般の措置に関して、住宅用太陽光の法定耐用年数（17 年間）につい

ての事情変更は無いが、初期投資の早期化という政策的考慮を踏ま

え、調達期間を短縮するものであることを確認した。 

b) 複数年度価格設定との関係 

◼ 今般、初期投資支援スキームを新たに措置する事業用太陽光（屋根設

置）、住宅用太陽光については、既に 2025年度の調達価格/基準価格が

設定されている。 

◼ 迅速に屋根設置太陽光の促進を図る観点から、事業者に FIT/FIP認定

の時期を遅らせるインセンティブが働かないようにするためには、初

期投資支援スキームの導入に伴い、2025年度の価格を改めて設定する

ことが考えられるが、既に設定されている調達価格等/基準価格等との

関係が論点となる。この点について、以下のとおり整理することを本

委員会として確認した。 

➢ 再エネ特措法上、調達価格等/基準価格等は、原則として年度ごと

に経済産業大臣が定めて告示しなければならないこととされている

（第２条の３第１項・第３条第２項）が、これらの項のただし書に

おいて、再エネの供給量の状況等を勘案し、必要があると認めると

きは、半期ごとに当該半期の開始前に調達価格等/基準価格等を定

めることができるとされている。これは、法制定時の国会審議等を

踏まえ、今後 FIT/FIP認定を行う案件の調達価格等/基準価格等に

ついて、年度当初に想定していなかった急激な状況の変化が生じた

場合には、当該年度の途中で下半期の調達価格等/基準価格等を改

めて設定することができる旨を定めた規定と解されている。 

➢ また、再エネ特措法上、再エネの供給量の状況等を勘案し、必要が

あると認めるときは、複数年度価格設定ができる（第２条の３第３

項・第３条第３項）。これらの規定に基づき複数年度価格設定を行

った場合についても、第２条の３第１項又は第３条第２項ただし書

の趣旨を踏まえ、同様に、今後 FIT/FIP認定する案件の調達価格等

/基準価格等を改めて設定することができると解されている。 

➢ こうした考え方に基づく規程の適用については、厳格に解すること
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が必要であるが、 

 今般の初期投資支援スキームは、屋根設置太陽光の導入拡大を

目的とした措置であり、投資回収が早期化されることにより、

事業者にとっては投資促進の効果があること 

 仮に 2025年度の価格を再設定しない場合、初期投資支援スキ

ームの適用を受けるために FIT/FIP認定を 2026 年度以降に遅

らせる事態が発生し、再エネ導入拡大を滞らせるおそれがある

こと 

などを総合的に勘案すると、2025年度の価格を改めて設定するこ

とが妥当と考えられる。 

➢ ただし、事業者の中には、既に設定された 2025年度の調達価格等/

基準価格等を踏まえ、それを前提として事業組成を始めている者が

いることも考えられる。屋根設置太陽光は、他電源と比べて相対的

にリードタイムの短い電源ではあるが、事業の予見性を確保する観

点から、屋根設置太陽光区分を創設した際の前例も踏まえ、初期投

資支援スキームの適用開始時期は 2025年 10月（2025 年４月～９

月は、経過措置的に、既に設定した 2025年度価格を維持する）と

することとした。 

（7） 太陽光発電の 2025 年度以降に FIP 制度のみ認められる対象 

◼ FIP制度のみ認められる対象については、欧州諸国においても段階的に

FIP対象を拡大してきたことや、250-500kWの区分は 50kW 以上の範囲

において最も件数の多い区分であることを踏まえ、2023 年度は 500kW

以上、2024 年度は 250kW以上と、FIP制度のみ認められる対象が段階

的に拡大されてきた。 

◼ 再エネの電力市場への統合を促すためには、引き続き FIP制度のみ認

められる対象の拡大を進めていくことが重要であり、2025 年度につい

ては、昨年度の委員会において、50kW以上に拡大するか、または

250kW以上のまま据え置くこととするかについて、FIP 認定の状況や、

FIP制度を活用する発電事業者の契約者となるアグリゲーターの動向等

も勘案しながら、改めて検討することとした。 
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◼ 現時点では、太陽光について、FIP新規認定・移行認定に関する一定の

進捗が確認されており、50kW以上 250kW未満の区分において、FIP新

規認定・移行認定は出力・件数ともに拡大している（参考 24）。 

【参考 24】太陽光発電における FIP新規認定・移行認定の状況 

 

◼ また、アグリゲーターにヒアリングを実施したところ、50kW以上

250kW未満の電源規模において、既に契約実績が存在すると回答した事

業者が複数存在した。 

◼ こうした FIP認定の状況や、FIP制度を活用する発電事業者の契約先で

あるアグリゲーターの動向等を踏まえつつ、事業の予見性に配慮し、

FIP制度のみ認められる対象については、2025年度は 250kW以上と

し、2026 年度は 50kW以上とすることとした。 

（8） 新たな発電設備区分の創設に関する検討 

◼ 昨年度の本委員会においては、次世代型太陽光電池を念頭に置いた新

たな発電設備区分の創設の検討に着手し、量産体制の構築状況を見極

めながら、実証事業等を通じてコストデータの収集・分析を行い、区

分設定や将来の自立化を見据えた価格設定のあり方について、議論を

継続することとした。 

◼ 次世代型太陽電池の中でもペロブスカイト太陽電池は、直近 10年間で

変換効率が約 1.5倍に向上しており、タンデム型までを視野に入れ、

各国で事業化を目指す動きが見られる等、社会実装が近い次世代型太

陽電池として期待されている。昨年 11月には、「次世代型太陽電池の

導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」において「次世代

型太陽電池戦略」が取りまとめられ、ペロブスカイト太陽電池につい

て、2040 年までに、累積導入量：約 20GW、発電コスト：10～14円/kWh

以下を目指すことや、導入支援についての考え方が示された。 
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◼ 一方、FIT/FIP 制度は、再エネを広く普及拡大するための強力な支援制

度であるところ、電気の需要家による国民負担に支えられており、支

援を行う電源は、国民負担の抑制や、将来的に自立化する見込みがあ

ることを前提とする必要がある。 

◼ ペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟等の特徴を生かし、従来、太

陽電池が設置困難であった建物の屋根/壁/窓など、需要地に近接した

設置が可能であるところ、国民負担の抑制と、適切な自家消費を促す

観点から、発電コストが電気料金水準未満になる時点を目安に、新区

分による支援を開始する方向で検討を継続し、今後「次世代型太陽電

池戦略」を踏まえた自立化に向けた官民連携による取組や、予算によ

る導入支援の状況を確認していくこととした。 
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2．風力発電 

◼ 風力発電については、2030年エネルギーミックス（2,360万 kW）の水準に対

して、2024 年３月末時点の FIT 前導入量＋FIT・FIP 認定量は 1,830 万 kW、

導入量は 610 万 kW。洋上風力（着床式・浮体式）発電については、現時点で

は導入案件は少ないものの、今後の導入拡大が見込まれる（参考 25～参考

27）。 

【参考 25】風力発電の FIT・FIP認定量・導入量 
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【参考 26】陸上風力発電（新設）の年度別・規模別の FIT・FIP認定量・導入量 

  
【参考 27】陸上風力発電（リプレース）の年度別・規模別の FIT認定量・導入量 

 

◼ 調達価格・基準価格は、陸上風力発電が 14円/kWh（2024年度入札における

上限価格）、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）が 24 円/kWh

（2024年度）などであるが、海外の買取価格と比べて高い（参考 28）。 
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【参考 28】風力発電（20,000kW）の各国の買取価格等 

 

◼ 陸上風力発電については、2021年度から入札制に移行（対象：第１回 250kW

以上、第２・３・４回 50kW以上）。 

◼ 第３回・第４回入札では、上限価格は 15.00円/kWh、14.00 円/kWh、募集容

量はいずれも 1,000MW として実施した。その結果、第３回では、落札容量

1,000MW（落札件数 20件）で全量落札となり、また、応札容量が 1,300MWを

上回ったため、指針に基づき、追加入札を実施した。追加入札における上限

価格は 14.08 円/kWh、募集容量は 166MWとなった。また、第４回では、応札

容量 885MW（応札件数 17 件）と募集容量を下回り、応札分は全件落札され

た。 

◼ 一方で、平均落札価格は第３回が 14.08円/kWh、追加が 12.42 円/kWh、第４

回が 12.73円/kWhとなっており、 コスト低減が着実に進展していると評価

できる。 

◼ なお、入札参加資格の審査のために事業計画を提出した件数・容量は第３回

が 56件 1,651MW、第４回が 22件 1,012MWであり、このうち第３回で６件・

237MW、第４回で５件・126MWは実際の入札まで進んでいない。その多くが、 

期日までの認定取得が困難等を理由に入札前に辞退したもの。 

（1） 陸上風力発電のコスト動向 

① 陸上風力発電（新設）の資本費 

◼ 陸上風力発電の想定値を算定するためのコスト分析（資本費、接続
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費、運転維持費、設備利用率）は、50kW以上を対象に実施した。 

◼ 資本費の定期報告データは 188件。2024年度及び 2025 年度の調達価格

等における資本費の想定値 27.1万円/kWに対して、定期報告全体での

中央値は 35.2万円/kW。ただし、 

➢ 7,500kW 以上（旧環境影響評価制度の第２種事業の対象）では 31.6

万円/kW 

➢ より大規模な 30,000kW以上では 28.4万円/kW 

➢ さらに大規模な 37,500kW以上（現行の環境影響評価制度の第２種

事業の対象）では 27.5万円/kW 

となっており、大規模案件ほど低い資本費で事業を実施できている傾向に

ある（参考 29）。 

【参考 29】陸上風力発電の規模別の資本費 

  

◼ 陸上風力発電の資本費を設置年別に分析すると、2022 年に大きく低下

し、その後は増加傾向となっているが、各設置年の件数が少なく、各

費目において設置年ごとのばらつきが大きいことに留意する必要があ

る8（参考 30）。 

 

 

8 なお、2024 年度設置案件は３件のみであり、接続費が約 11 万円/kW の案件（設備容量約

70,000kW）が 1 件、約 19 万円/kW の案件（設備容量約 40,000kW）が 1 件あったことによ

って平均値が大幅に引き上がっている。また、そのいずれの案件も系統接続距離が約 45km と

非常に長い一方、資本費データの全設置年分において 40km 以上の案件は３件のみ。また、開

発権利代等によりその他の費目が 10 万円/kW を超える案件が 2 件あり、平均値を引き上げて

いる。 
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【参考 30】陸上風力発電の資本費及びその構成の設置年別推移 

  
 

◼ 定期報告データにより、接続費（資本費の内数）を設置年別に分析す

ると、平均値は 1.8万円/kW、中央値は 0.6万円/kWとなっており、高

額な案件が全体の平均値を引き上げていることを勘案して中央値を参

照すると、想定値（1.0万円/kW）を下回った。なお、7,500kW以上の

比較的大規模な案件に限定して分析しても、同様の傾向がみられた

（参考 31）。 

【参考 31】陸上風力発電の接続費の推移 

 

② 陸上風力発電の運転維持費 

◼ 運転維持費の定期報告データは 499件であった。2021～2024年度の調
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達価格等における想定値 0.93万円/kW/年に対して、定期報告データ全

体での中央値は 1.27万円/kW/年となっている。ただし、 

➢ 7,500kW 以上（旧環境影響評価制度の第２種事業の対象）では

1.07 万円/kW/年 

➢ より大規模な 30,000kW以上では 0.90万円/kW/年 

➢ さらに大規模な 37,500kW以上（現行の環境影響評価制度の第２種

事業の対象）では 0.81万円/kW/年 

となっており、大規模案件ほど低い運転維持費で事業を実施できてい

る傾向にある（参考 32）。 

【参考 32】陸上風力発電の規模別の運転維持費 

 

③ 陸上風力発電の設備利用率 

◼ 設備利用率について設置年別・期間別に見ると、期間ごとの設備利用

率は、その年々の風況等により、ばらつきがあるものの、設置年ごと

の設備利用率については、全体的に、設置年が近年になればなるほ

ど、大きくなる傾向にある。例えば、風車の大型化等によって、より

高効率で発電できる風車が増加していると考えられ、2025年度の想定

値 29.1%を超えるデータもいくつか見られる（参考 33）。 

◼ これまでの本委員会では、直近３年の各年に設置された案件の中央値

を平均した値に着目してきた。設置年別に直近３年間の設備利用率デ

ータの平均値・中央値に着目すると、2021年から 2023 年までのそれぞ

れの年における設置案件の平均値を平均した値は 28.8%、中央値を平均

した値は 29.0%と、2025年度の想定値とほぼ同水準である。 
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【参考 33】陸上風力発電の設置年別の設備利用率 

  

④ 陸上風力発電の kWh 当たり発電コスト 

◼ 陸上風力発電について案件ごとの kWh当たりコストを分析すると、各

設置年別の中央値は、10円台で推移していることが分かった。 

◼ また、各案件の kWh当たりのコストをプロットすると、案件ごとのば

らつきは大きいものの、従来設定していた価格目標（８～９円/kWh）

付近のコストで事業を実施できている案件もある（参考 34）。 

【参考 34】陸上風力発電の設置年別の kWh当たりの発電コスト 

 

⑤ 陸上風力発電（リプレース）のコスト動向 

◼ リプレース区分における資本費データ（14件）の平均値は 36.3万円

/kW、中央値は 36.2万円/kWであり、2024年度の想定値（26.1万円
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/kW）9を上回った。なお、7,500kW以上（６件）では、平均値は 30.8

万円/kW、中央値は 31.0万円/kWであり、より大規模な 30,000kW以上

（１件）では、27.8万円/kWと、新設同様に大規模案件ほど低い資本

費で事業を実施できている傾向があった。一方で、件数が限定されて

いるため、リプレース区分の資本費の検討にあたっては、引き続き実

態把握が必要。 

◼ 運転維持費の定期報告データは 10件で、平均値は 2.0 万円/kW/年、中

央値は 1.7 万円/kW/年であり、想定値（0.93万円/kW/年）を上回っ

た。なお、7,500kW以上（２件）では、1.3万円/kW/年であり、件数が

少ないことに留意が必要であるが、新設同様に大規模案件ほど低い運

転維持費で事業を実施できている傾向があった。 

◼ 設備利用率のデータは６件で、平均値は 27.8%、中央値は 27.9%であ

り、想定値（28.0％）と同水準であった。 

（2） 陸上風力発電（新設）の 2027 年度の入札上限価格及び調達価格等 

① 2027年度の入札上限価格の設定方法 

◼ 上限価格の設定にあたっては、以下の点に留意しつつ、検討を行っ

た。 

➢ 価格の設定に当たっては、コストデータに加えて自立化に向けた道

筋も見据える必要があること。 

➢ 今年度入札における平均落札価格は 12.73円/kWhと、上限価格

14.00 円/kWhより一定程度下回っており、こうした落札案件におい

ては、効率的な費用水準が想定されること。 

➢ 20年間を超えて運転を継続する風車も出てきており、調達期間終

了後も長期に安定して稼働する電源となるよう、引き続き動向を把

握する必要があること。 

◼ 資本費については、昨年度と同様に、37,500kW以上の中央値に着目す

 

 

9 資本費は、電源線等の系統設備は基本的に全て流用可能であることから、同年度の陸上風力

発電（新設）の想定値から接続費を差し引いた値を採用しており、運転維持費・設備利用率

は、新設の場合と特段別異に取り扱う理由がないことから、同年度の陸上風力発電（新設）の

想定値と同じ値を採用している。 
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ると 27.5 万円/kWであり、2025年度の想定値 27.1万円/kWと概ね同水

準であることから、2027年度の想定値は、2025年度の想定値を据え置

くこととした。 

◼ 運転維持費については、同様に 37,500kW以上の中央値に着目すると

0.81万円/kW/年と、2025年度の想定値 0.85万円/kW/年と概ね同水準

であることから、2027年度の想定値は、2025年度の想定値を据え置く

こととした。 

◼ 設備利用率については、昨年度と同様、設置年別に直近３年間

（2021,2022,2023 年）の設備利用率データの平均値・中央値に着目す

ると、2021～2023年設置案件のそれぞれの平均値を平均した値は

28.8%、中央値を平均した値は 29.0%と、2025年度の想定値 29.1%とほ

ぼ同水準。こうした分布もふまえ、2027年度の想定値は、2025年度の

想定値を据え置くこととした。なお、資本費や運転維持費同様、

37,500kW 以上の中央値に着目すると、2021年設置分が０件であるた

め、直近２年間でしか算定ができず単純比較はできないが、2022～

2023年設置それぞれの中央値を平均した値は 30.8%であった。風車の

大型化・効率化についても考慮しつつ、引き続き実態把握を進める必

要がある。 

◼ 定期報告データに着目すると、コストの低減傾向は注視が必要な状況

であるものの、引き続き自立化に向けて、より一層のコスト低減を促

していく必要がある。実際、入札における平均落札価格は低減してい

ること（低減率10：第２回▲3.5%、 第３回▲10%、第４回▲10%）や、

発電コスト検証ワーキンググループにおいても、建設費について、IEA

「World Energy Outlook」（2023）のデータによる算出により、2023年

から 2040 年への低減率が７-９％とされていること等を踏まえると、

より低い価格で事業実施を行う余地はあると考えられる。 

◼ また、陸上風力発電の運転年数については、風車の設計寿命が 20年以

上であり、多くの事業計画でも 20年間の使用を念頭に置いている実態

を踏まえ、これまで 20年間を想定していた。しかし、昨年度、RPS移

行案件を対象にヒアリングを行ったところ、定期的なメンテナンス等

 

 

10 第３回入札は応札容量が 1,300MW を上回ったため、指針に基づき、第３回入札の平均落札

価格 14.08 円/kW を上限に追加入札を実施し、平均落札価格 12.42 円/kW。第４回▲10％は、

第３回入札と第４回入札を比較した低減率。 
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の取組により、実際に 20年間以上運転を継続している事業者も一定数

見られており、今年度の本委員会でも、事業者団体から、設計耐用年

数 25年間の認証を取得した風車の採用によりコスト低減を進めること

が可能との説明があった。発電コスト検証ワーキンググループにおけ

るコスト試算においても、陸上風力は運転年数 25年を基本ケースとし

ている。 

◼ こうした動向等も踏まえ、自立化に向けて、調達期間終了後も長期安

定的な稼働を継続するよう促していく観点から、想定する運転年数に

ついては 25年と設定した11。 

◼ 陸上風力発電の IRRについては、FIT制度当初の利潤配慮期間の終了以

降、2014 年度の本委員会において、「供給量勘案上乗せ措置」として、

利潤配慮期間に上乗せされてきた IRR１～２％分に相当する分を上乗せ

した12。 

◼ こうした中で、2020年度の本委員会では、資金調達コストの低減の一

部を反映させ、2021～2023年度の陸上風力発電の IRR の想定値を１％

低減させ、また、2021年度の本委員会では、直近の認定・入札結果13や

事業環境変化等も踏まえて、2024年度の IRRの想定値を、さらに１％

低減させて、新設区分は６％、リプレース区分は４％とした。 

2027年度の IRRの想定値については、民間機関の調査によれば、日本の

陸上風力発電の資金調達コストは、供給量勘案上乗せ措置を導入するこ

ととした 2014 年下半期と比較して、３％程度低減していること（2023

年下半期）や、2027年度まで向こう２年間の期間があることを踏まえて、

さらに１％低減させて、新設区分は５％とした。 

 

 

11 事業用太陽光と同様に、2027 年度の調達期間/交付期間終了後の売電価格の想定値について

は、2016 年度（電力小売全面自由化）から 2023 年度までのシステムプライス平均値の平均

（但し、2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵略開始等による燃料輸入価格の高騰に伴う

影響を受けている 2021～2022 年度を除く）を採用し、9.64 円/kWh を想定。 

12 2014 年度の算定委においては、2015 年度の IRR を８％と設定した。 

13 入札制に移行した 2021 年度以降も平均落札価格は下降傾向で、直近回は平均落札価格

12.73 円/kWh と、上限価格 14.00 円/kWh より一定程度下回っている。事業者へのヒアリング

によると、コスト効率化に加えて、PPA による収益等も安価な FIP 価格による事業実施に寄

与していることが確認されている。 
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② 2027年度の入札対象範囲外の調達価格の設定方法 

◼ 2027 年度の入札対象範囲外の調達価格については、2022～2026 年度と

同様、入札上限価格と整合的になるように設定することが適切であるた

め、入札区分における上限価格と同様の考え方に基づき設定することと

した。 

（3） 陸上風力発電（リプレース）の 2025 年度の調達価格/基準価格 

◼ これまで、リプレース区分については、FIT認定の件数・容量が限定的

であり、入札がもたらす競争・価格低減のメカニズムが期待しにくい

ことから、入札制の対象としないこととしてきた。引き続き、同様の

傾向にあることから、2025年度についても、入札制の対象としないこ

ととした。 

◼ その上で、調達価格については、新設区分とは資本費と IRRのみ異な

るという考え方に基づき想定値を設定してきた。 

◼ 資本費については、現時点までに得られている定期報告データは 14件

のみであるところ、引き続き実態把握に努めることとし、2025年度の

リプレース区分の資本費の想定値については、2024年度までと同様、

2025年度の入札対象範囲外の調達価格における資本費の想定値から接

続費（1.0 万円/kW）を差し引く考え方にもとづき設定した（参考

35）。 

◼ IRRについては、2025年度の新設区分において 2024年度の想定値を維

持していることから、リプレース区分についても、2024 年度の想定値

を維持することとした（参考 35）。 

【参考 35】陸上風力発電（新設・リプレース）の想定値 

 

（4） 陸上風力発電の 2026年度に FIP制度のみ認められる対象 

◼ 昨年度の本委員会で、陸上風力発電については、入札結果や他の電源

の FIP対象等を踏まえ、50kW以上を 2025年度に FIP制度のみ認められ
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る対象として設定した。 

◼ 2026年度についても、同様に陸上風力発電の電力市場への統合を促し

ていく観点から、50kW以上を FIP制度のみ認められる対象とした。 

◼ なお、陸上風力については、2024年 11月時点で計 48 件・約 1,337MW

の FIP認定、計 37件・約 1,187MWの認定申請が確認できている。 

◼ また、リプレース区分については、他の電源のリプレース区分等を踏

まえ、2025年度は 1,000kW以上を FIP制度のみ認められる対象とし

た。2026 年度も同様とし、FIP制度の動向等に注視することとした。 

（5） 着床式/浮体式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）の取扱い 

◼ 洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）においては、条例や港湾法

に基づき海域占有許可を得た上で、小規模な洋上風力発電の導入が進

んでいる（参考 36）。 

◼ 洋上風力発電について、以下のとおり、資本費、運転維持費の定期報

告データおよび設備利用率のデータが得られた。ただし、一部実証機

によるものが含まれている点に留意が必要である。 

➢ 資本費の定期報告データは６件得られた。そのうち実証機２件の平

【参考 36】港湾法・都道府県条例に基づく海域占用許可 
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均値は 205.6万円/kWであり、想定値（56.5万円/kW）を上回っ

た。商用機４件の平均値は 77.9万円/kWであり、想定値を上回っ

たものの、実証機の平均値を大きく下回った。 

➢ 運転維持費の定期報告データは３件得られた。そのうち実証機は１

件で 5.1万円/kW/年であり、想定値（2.25万円/kW/年）を上回っ

た。商用機２件の平均値は 2.8万円/kW/年であり、想定値（2.25

万円/kW/年）をやや上回った。 

➢ また、設備利用率のデータは４件で、平均値は 28.3％であり、想

定値（30.0％）をやや下回った。 
 

◼ また、洋上風力発電（再エネ海域利用法適用対象）については、参考

37にあるとおり、再エネ海域利用法に基づき、各区域における協議会

の進捗、促進区域指定基準への適合状況や都道府県からの情報提供を

踏まえ、促進区域の指定や公募の実施、事業者選定等を進めている。 

【参考 37】再エネ海域利用法の施行等の状況 

 

① 2026年度の着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）の取扱い 

◼ 昨年度の本委員会では、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用

対象）における複数事業者の参加状況や評価結果を踏まえ、再エネ海

域利用法適用外を含め、国内の着床式洋上風力発電において、一定程

度の競争効果が見込まれることから、2025年度については、入札制を

適用することとした。 

◼ 国内における洋上風力発電の FIT認定件数・認定容量は 14件・
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2,513MW（2024年 11月時点）、うち再エネ海域利用法適用外は 11件・

771MWと、一定の実績があることや、2022年 12月に開始した着床式洋

上風力発電（再エネ海域利用法適用対象）公募では、対象区域全てに

おいて複数事業者から公募占用計画の提出があるなど、国内の着床式

洋上風力発電が競争的であることは変わらない。このため、2026年度

の着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）についても入札制

を採用することとした。 

◼ ただし、単年度ベースで見た場合には、これまでには認定案件のない

年度や入札における事業者の応札がない年度が存在したことも踏ま

え、上限価格を事前非公表とすることで上限価格を意識した競争を促

すこととした。 

② 2027年度の浮体式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）の調達価

格/基準価格 

◼ 国内における浮体式洋上風力発電の FIT認定量は２件・31MW、導入量

は１件・２MWとなっており、導入済みの発電事業は、実証事業として

導入され、実証事業終了後から現在まで、運転を継続しているもので

ある。国内外において、現時点では大規模な商用発電所の運転開始に

至っていない。 

◼ また、長崎県五島市沖における浮体式洋上風力発電（再エネ海域利用

法適用対象）の公募の選定事業者の供給価格は、2026 年度までの浮体

式洋上風力発電の調達価格/基準価格と同じ 36円/kWh である。 

◼ 浮体式洋上風力発電については、上述の動向を踏まえ、将来的な浮体

式洋上風力発電の普及拡大を見据えつつ、事業者の予見可能性を高め

ることが重要であることから、引き続き、2026年度の想定値を維持す

ることとした。 

◼ その上で、今後の浮体式洋上風力発電の取り扱いについては、技術開

発の支援や人材育成へ向けた取組、EEZへの導入拡大へ向けた具体的制

度の検討が進んでおり、導入の拡大及びコストの低減が期待できるこ

とを踏まえ、将来的な調達価格/基準価格の引き下げについても、支援

のあり方と併せて検討を進めることとした。 

（6） 洋上風力発電の 2027年度に FIP制度のみ認められる対象 

◼ 咋年度の本委員会で、2026年度の着床式洋上風力発電については、再
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エネ海域利用法適用対象の公募における複数事業者の参加状況・評価

結果や将来的なアジア市場等への展開を見据えた国内の環境整備等を

踏まえて、FIP制度のみ認められる対象とした。 

◼ 一方で、浮体式洋上風力発電については、国内外においても、現時点

では大規模な商用発電所の運転開始に至っていないことを踏まえて、

2026年度も FIP制度のみ認められる対象を設けないこととした。 

◼ 足元においても、こうした状況は変わらないことから、2027年度にお

いても、洋上風力発電の FIP制度のみ認められる対象は 2026年度と同

様とした。 

 

（7） 大規模な洋上風力発電に係る電源投資を確実に完遂させるための制度の

あり方について 

① 洋上風力発電に係る電源投資を確実に完遂させるための制度のあり方 

◼ 政府全体の GXに向けた議論では、2050年カーボンニュートラルの実

現、GXの加速に向けて、投資回収の予見性が立てづらい脱炭素電源投

資を促進することの重要性が指摘されている。特に、昨年８月 27日に

開催された第 12回 GX実行会議においては、大型電源については投資

額が大きく、総事業期間も長期間となるため、収入・費用の変動リス

クが大きくなる中で、事業者の予見可能性を高めるためには、このよ

うなリスクに対応するための事業環境整備を進める必要がある点が指

摘されているところ。 

◼ こうした点を踏まえ、昨年９月 11日に開催された第 68 回再生可能エ

ネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会においては、大

規模な再エネ電源投資を確実に完遂するための制度のあり方が検討さ

れ、大規模な洋上風力発電への電源投資が確実に完遂されるようにす

るため、収入・費用の変動に対して強靱な事業組成を促進することを

通じて、事業実施の確実性を高めていく方向性が示されている。 

◼ それを受けて、洋上風力促進 WG・洋上風力促進小委員会合同会議で

は、世界的にサプライチェーンの逼迫やインフレ等の事業環境変化が

起きている中で、国民負担に中立的な形で、洋上風力発電に係る電源

投資を確実に完遂させるための制度のあり方（事業実施の確実性を高

めるための規律強化・環境整備）について、再エネ海域利用法の制度
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見直しの方向が取りまとめられた。 

◼ この制度見直しには、再エネ海域利用法の公募占用指針に記載する際

に調達価格等算定委員会への意見聴取事項となる、①保証金に関する

事項（撤退や遅延を抑止する保証金制度の見直し）や、②基準価格/調

達価格に関する事項（電源投資を確実に完遂させるための価格調整ス

キームの導入）が含まれている。 

◼ 再エネ海域利用法に関する制度見直しについては、再エネ海域利用法

全体の基本的な運用指針を定める「一般海域における占用公募制度の

運用指針」（以下「運用指針」という。）の改訂が進められていたとこ

ろ、今後、個別の公募の実施の際には、再エネ海域利用法の規定に基

づき、改訂後の運用指針に基づき策定した各海域の公募占用指針の規

定事項案について、本委員会で検討されることとなるが、運用指針の

原案が固まったため、関係審議会からの要請も踏まえ、その改訂の方

向性について、本委員会で検討することとした。14 

② 保証金に関する事項（保証金の額・遅延金） 

◼ 保証金は、落札者の確実な事業実施を担保する観点から、2020年２月

に調達価格等算定委員会での議論を経て設定。15 

◼ 洋上風力促進 WG・洋上風力促進小委員会において、ウクライナ危機に

よるサプライチェーンの逼迫やインフレ等の影響により、世界では洋

上風力発電プロジェクトが中断・撤退する事例が複数発生しているこ

とから、こうした事業環境下であっても事業実施を担保させる効果を

及ぼす保証金については、諸外国（ドイツやデンマーク、オランダ）

の最新の保証金制度を参考に考え方を整理してはどうかとの意見が取

 

 

14 再エネ海域利用法においては、経済産業大臣・国土交通大臣が促進区域を指定したときは、

当該区域内で再エネ発電事業を行うべき者を公募により選定するため、公募占用指針を定めな

ければならないこととされており、その公募占用指針のうち、供給価格上限額等に関する事項

（再エネ海域利用法第 13 条第 2 項第 1 号・第 4 号～第 10 号に係る事項）については、法律

上、調達価格等算定委員会の意見を尊重して決定することとされている。 

15 現行の保証金については、第１次保証金（500 円/kW）及び第２次保証金（5,000 円/kW）

の額については、FIT 制度の保証金額を踏襲し、第３次保証金（13,000 円/kW）の額について

は、再エネ海域利用法と類似のルールを運用するオランダやデンマーク、ドイツの例を参考に

設定。 
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りまとめられている。 

◼ 上記の関係審議会において示された方向性に基づき、具体的には、保

証金の額について、諸外国（デンマーク、オランダ、ドイツ）におけ

る最新の保証金額の平均を日本の第３次保証金額として設定し、第２

次保証金額も併せて変更することとした。また、併せて、大きな遅延

を抑止する観点から、迅速性評価の点数が下がる半年毎に順次保証金

を没収し、２年以上の遅延で全額没収することとした（参考 38）。 

【参考 38】撤退や遅延を抑止する保証金制度の見直し 

 

 

③ 価格調整スキームによる官民のリスク分担のあり方 

◼ 第 68回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員

会において、大規模な洋上風力発電については、①投資額が大きく総

事業期間も長期間となることや、②サプライチェーンの混乱、インフ

レによる開発費用の増大等により、海外において大規模な洋上風力プ

ロジェクトからの撤退事例が複数生じていること、③我が国の電力供

給の一定割合を占めることが見込まれること等、電源投資を確実に完

遂していく必要性が大きいことから、収入・費用の変動リスクへの対

応を検討していくこととされた。 

◼ それを受けて、洋上風力促進 WG・洋上風力促進小委員会において、撤

退や遅延を抑止する保証金制度の見直し（保証金の増額）等と併せ

て、民間事業者のみでは取り切れない物価変動リスクを、制度側で、

国民負担には中立的な形で引き受けることにより、物価変動率の変動
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を基準価格に連動させる「価格調整スキーム」を適用する方向性が示

されたところ。具体的には、洋上風力発電は事業費の大半を資本費が

占めており、資材価格等の変動は事業撤退リスクに直結し得ることを

踏まえ、「落札後１度のみ調整を行う方式（１回調整方式）」を採用

し、建設期間における資材価格等の変動を基準価格に連動させてはど

うかとの意見が取りまとめられた。 

◼ 上記の関係審議会において示された方向性に基づき、例外的に、大規

模な洋上風力発電に限り、価格調整スキームを適用し、落札後１度の

み資材価格等の変動に応じた調整を行うこととした。 

◼ その際に、以下の論点について整理を行った。 

➢ 価格調整スキームの式について、どのように考えるべきか。特

に、基準価格に連動させる物価変動率について、着目する指標や 

その割合について、措置適用の趣旨を踏まえ、どのように設定す

べきか。 

➢ 物価変動率の算出時に参照する物価指数の考え方について、措置

適用の趣旨を踏まえ、どのように整理すべきか。 

➢ 価格調整スキームを適用する物価変動率の上下限や、事業者が必

要なリスクプレミアムの低下に応じた IRRの設定について、官民

のリスク分担のあり方や国民負担の抑制といった観点を踏まえ、

どのように考えることが適切か。 

a) 価格調整スキームの式 

◼ 再エネ海域利用法に基づく第１～３ラウンド公募の自然条件を基に、最

新の NEDO 着床式洋上風力コストモデルを活用して着床式洋上風力発電

のコスト構成を試算すると、資本費と運転維持費の比率は７：３であっ

た16。事業費の大半を資本費が占めることから、 資材価格等の変動が事

業撤退リスクに直結し得ることを踏まえ、関係審議会における議論に基

づき、物価変動率は、資本費部分に相当する基準価格の７/10 に連動さ

せることとした。また、インフレの場合と同じ方式により、デフレの場

 

 

16 15MW 風車を用いた、500MW のウィンドファーム（第１～３ラウンドの平均）を想定。資

本費と運転維持費の比を算出するに当たっては、コスト検証 WG を参考に、割引率３％で運転

維持費を割り引いて現在価値を算出。 
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合にも基準価格を物価変動に連動させることとした。 

◼ また、物価変動率の算定にあたり、参照する物価指数や係数の設定に

ついては、関係審議会において、洋上風力発電における資本費に占め

る割合の大きい風車、施工、基礎、ケーブル費用に関する物価指数を

考慮し、同資本費に占める割合を係数として設定することが議論され

たことも踏まえ、下記の物価指数で設定し、割合については、第１～

３ラウンド公募の自然条件を基に、最新の NEDO着床式洋上風力コスト

モデルを活用して試算した下表の値を設定することとした（参考 39）。 

【参考 39】着床式洋上風力の資本費の構成 

 

 

b) 物価変動率の算出時に参照する物価指数 

◼ 再エネ海域利用法に基づく公募の参加者は、見積りにより公募占用計

画に記載する供給価格を決定しているが、見積り時点（公募参加時

点）において、洋上風力発電設備の調達・施工に要する費用が確定し

ているものではなく、一般的には、洋上工事開始前に、主な調達・施

工に必要な契約が締結され、その時点で調達・施工に要する費用が概

ね確定するため、見積りから洋上工事開始前までの物価変動が、調

達・施工に要する費用に大きく影響する。 

◼ こうした状況を踏まえ、基準価格に連動させる物価変動率の算定に必

要な変動前物価指数と変動後物価指数は、関係審議会における議論を

踏まえ、以下の期間における物価指数とその割合（参考 39参照）の加

重平均を用いて設定することとした。 

➢ 変動前物価指数として、公募開始日の属する月の直前の１年間にお
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ける物価水準を参照。 

➢ 変動後物価指数として、公募占用計画に記載された洋上工事に係る

（電事法第 48条に規定する）工事計画の届出予定日17の属する月

の直前の１年間における物価水準を参照。 

 

c) 物価変動率の上下限と、IRRの設定 

◼ 価格調整スキームは、民間事業者のみでは取り切れない物価変動リス

クを、制度側で、国民負担には中立的な形で引き受けるという点が原

則であり、過大な国民負担の抑制という観点からは、関係審議会にお

ける議論に基づき、下記の点を踏まえて措置する必要がある。 

➢ 物価変動率の上限を設定し、上限以上の物価変動が生じた場合も、

基準価格に連動させるのは当該上限の割合までとすること。 

➢ 民間事業者による適切なリスク評価・リスク分担、契約や調達など

における再エネ発電事業者自身の創意工夫を促す観点から、民間事

業者のみで対応可能な物価変動リスクとして物価変動率の下限を設

定すること。 

➢ 物価変動率が、設定した上限から下限までの間である場合、基準価

格に連動させる調整変動率は、変動前物価指数と変動後物価指数の

比により算出した物価変動率から、下限の割合を減じた割合とする

こと。 

➢ 物価変動リスクを制度側で引き受ける価格調整スキームの導入によ

り、事業者が必要なリスクプレミアムが低下することから、IRRの

設定を見直すこと。 

◼ 上限については、 

➢ 諸外国で洋上風力発電事業の撤退が相次いでおり、これらはウクラ

イナ危機による世界的なサプライチェーンの混乱等による足元の急

激な物価上昇に起因したものであることから、足下の物価上昇率の

 

 

17 公募占用計画に記載された届出予定日を基準日とすることから、契約締結や売電開始のタイ

ミングを基準日として価格調整を行うこととした場合と異なり、公募後に、価格調整の基準日

が恣意的に調整されることはない。 
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水準を勘案することが関係審議会において議論され、具体的な設定

方法は、国民負担の抑制の観点にも鑑み、本委員会で議論すること

とされた。 

➢ こうした議論の状況や電源投資を確実に完遂していく必要性を踏ま

え、上限については、ウクライナ危機による物価上昇と同様な変動

にも対応可能な水準を参考に設定することとした。 

➢ 具体的には、仮に 2024年４月を公募占用計画に記載された洋上工

事日が属する月とした場合、変動後物価指数として参照するのは

2023 年度となり、変動前物価指数として参照するのはおおよそ

2018 年度と想定される。これを踏まえ、変動前の 2018年度と変動

後の 2023年度を比較すると、約＋40％の物価変動が見られた（参

考 40）。 

➢ この物価変動率については、ウクライナ危機による世界的な物価上

昇や急激な円安に伴う影響も含まれていることから、十分な物価変

動リスクを織り込んだ水準と評価できるため、物価変動率の上限

は、当該水準（40％）を基本とすることとした。 

 

 

18 2018 年度を基準として、洋上風力発電設備の資本費における各費目の構成比で加重平均し

た物価指数の推移を赤線で示している。 

【参考 40】2018年度を基準とした物価指数の推移18 
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➢ 但し、①物価変動後の国民負担の程度は、当初の供給価格に所定の

ルールに従って物価変動率を乗じて得られる価格（物価変動考慮後

価格）次第であるため、国民負担を抑制する観点では、上限の水準

に加えて、当初の供給価格の絶対値が重要である。その際、本来

は、②物価変動考慮後価格について、当該物価変動後に見込まれる

他電源のコスト水準との比較の観点も勘案する必要がある。また、

③価格調整スキームを導入している他国においては、40%より相当

低い水準で上限を設定している例19も確認されている。 

➢ 第 99 回の本委員会（2024年 11月 26日）では、価格調整スキーム

において考慮する物価変動率の上限について、全ての公募対象事業

に対して、上限価格の水準にかかわらず、一律に上限 40％を適用

することに対し、上記観点を踏まえ、全委員より、調整前の価格が

高い場合、過大な国民負担が生じるおそれがあるため、40%という

割合だけでなく、調整後の価格の適正水準を検討すべきであり、絶

対値を踏まえた設定が必要であるとの指摘があった。 

➢ また、著しい物価変動が生じた場合には、国民負担をもととした支

援及び事業実施の要否を再検討する必要があり、案件ごとに支援方

法の適切性を慎重に判断すべき、との指摘があった。 

➢ 以上を踏まえて、価格調整スキームにおいて考慮する物価変動率の

上限については、他電源のコスト水準も勘案しながら、公募の度 

に、本委員会において、上限価格と併せて、価格調整の上限の水準

について審議することとし、価格調整の上限を 40％に設定すると

過度な国民負担が生じると判断された場合には、40％未満の水準を

採用し、公募占用指針に明記することとした。 

 

◼ 下限と IRR に関して、 

➢ 下限については、関係審議会において、IRR設定に際して資金調達

コストに上乗せして考慮するリスクプレミアムや、洋上風力発電事

業の実態等を勘案することが議論され、具体的な割合は、IRRの設

 

 

19 米国ニュージャージー州において、価格調整スキームにおいて反映する物価変動調整の上限

は、±15%とされている 
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定と併せて、本委員会で議論することとされた。 

➢ IRRについては、今回、民間事業者のみでは取り切れない物価変動

リスクを、制度側で、国民負担には中立的な形で引き受けるという

価格調整スキームを、ウクライナ危機による物価上昇と同様な変動

にも対応可能な水準で導入することにより、事業者が必要なリスク

プレミアムが低下することから、現在の IRR設定については見直す

必要がある。 

➢ 直近の民間調査のデータを踏まえると、足元の洋上風力発電の資金

調達コストは概ね４％、最大でも５％未満20である。洋上風力発電

については、我が国における供給量の状況を踏まえ、陸上風力発電

について措置された供給量勘案上乗せ措置に倣い、IRRを適正水準

から１～２％上乗せし、５～６％とすることとした（参考 41）。 

【参考 41】IRRの水準について（2024年 11月 13日時点） 

 

➢ 下限については、官民の適正なリスク分担を実現し、オフテイカー

との交渉において PPA価格に物価変動率を織り込む等の民間側の適

切な努力を促していくもの。民間側が引き受けたリスクに値する費

用の増減を民間側に帰属させる観点から、上限と同様に、物価変動

 

 

20 洋上風力発電の調達区分を設定した 2014 年当時の日本の洋上風力発電の資金調達コストは

約６%であったところ、同様のデータで最新（2023 年下半期）の資金調達コストを分析する

と、洋上風力発電 の導入拡大による事業リスクの低下等により、最大でも約５%未満まで低減

している。 
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率の正負に関わらず対称に下限を設定することとした。 

➢ 民間側が引き受けるべきリスク水準として下限を設定するにあたっ

ては、①FIP 制度においては、PPAを締結している場合、オフテイ

カーへの価格転嫁も理論上可能と考えられること、②資本費に占め

る割合の大きい風車について、風車メーカーとの価格交渉も理論上

可能と考えられること、③金融機関や監査法人等へのヒアリングに

よると、国内の洋上風力発電事業への融資に際しては、元利金の

1.3倍程度のフリーキャッシュフローが見込まれると確認されてい

ること、を踏まえる必要があると考えられる。 

➢ 他方で、事業者へのヒアリングによると、PPA契約に物価調整の条

項が入っていない実態21や、風車メーカーとの契約において、イン

フレ下でも、取引価格を変更しないといった契約は一部に限られて

いるといった実態も確認されている。こうした足元における洋上風

力発電事業の実態等を踏まえつつ、洋上風力発電に価格調整スキー

ムを導入している国としては初の試みとして下限を導入し、民間側

での適切なリスク分担を段階的に促していく観点から、設定する下

限については、１％から開始することとした。22 

➢ その上で、今後も、契約や調達などにおいて、洋上風力発電事業者

自身が創意工夫を行った上での適切な事業実施を促していく観点か

らは、設定する下限については、早期に引き上げることを目指すな

ど、今後不断の見直しを実施していくことが重要である。例えば、

日本における洋上風力事業者の資金調達コスト（中間は概ね４％、

最大値は概ね５％）と今回設定した IRR（５～６％）の差（１％）

を IRR 設定に際して資金調達コストに上乗せして考慮するリスクプ

レミアムとして想定し、当該リスクプレミアムに対し、価格調整が

 

 

21 民間側がインフレのリスクを一部引き受ける方法に関しては、PPA 契約に物価調整の条項

を入れなくても、PPA 価格の設定において、予想される物価変動率 を一定程度勘案するとい

った方法も存在しており、PPA 契約に物価調整の条項が入っていないことをもって、民間側が

物価変動リスクを引き受けることが 困難とは評価できないことに留意が必要。 

22 民間側がインフレのリスクを一部引き受ける方法に関しては、PPA 契約に物価調整の条項

を入れなくても、PPA 価格の設定において、予想される物価変動率を一定程度勘案するといっ

た方法も存在しており、PPA 契約に物価調整の条項が入っていないことをもって、民間側が物

価変動リスクを引き受けることが困難とは評価できないことに留意が必要。 
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必要な期間（公募から洋上工事開始までの５年間程度）を乗じた

５％を、下限の水準として目指していくことが考えられる。一方、

短期間で下限の水準を急激に引き上げることは事業性への影響が大

きい可能性があることを踏まえ、来年度の本委員会においては、国

内の１年間における物価安定目標の水準や IMFによる日本の物価変

動率見通しも参考に、下限の水準を２％に引き上げることについ

て、議論することとした。 

➢ なお、下限の水準を議論するにあたっては、下限の水準を高くしす

ぎると、価格調整スキームによる物価変動リスクの低減効果が弱ま

るという点も踏まえて、下限の水準をどこまで引き上げるのか議論

することとした。 
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3．地熱発電 

◼ 地熱発電については、2030年エネルギーミックス（150万 kW）の水準に対し

て、2024年３月末時点では、FIT前導入量＋FIT・FIP認定量は 70万 kW、導

入量は 65万 kW である（参考 42、参考 43）。 

【参考 42】地熱発電の FIT・FIP認定量・導入量 

  
【参考 43】地熱発電の年度別・規模別の FIT・FIP認定量・導入量 
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◼ 2024年度の調達価格・基準価格は、15,000kW以上で 26円/kWh、15,000kW未

満で 40円/kWh である（参考 44）。 

【参考 44】地熱発電（30,000kW）の各国の買取価格 

 

（1） 地熱発電のコスト動向 

① 地熱発電の資本費・運転維持費 

◼ 15,000kW 未満の資本費の定期報告データは 66件、運転維持費の定期報

告データは 39件。 

➢ 資本費の平均値は 167万円/kW、中央値は 167万円/kWとなり、想

定値（123万円/kW）を上回った。また、運転維持費の平均値は 8.5

万円/kW/年、中央値は 6.8万円/kW/年となり、小規模地熱発電の想

定値（4.8万円/kW/年）を上回った。 

➢ 一方で、導入件数は少ないものの、1,000－15,000kW 案件におい

て、資本費の平均値は 126万円/kWと小規模地熱発電の想定値

（123 万円/kW）と同水準であり、効率的に設置ができていること

が確認された。 

◼ 15,000kW 以上の資本費及び運転維持費の定期報告データは１件。資本

費は 61万円/kWとなり、大規模地熱発電の想定値（79 万円/kW）を下

回った。また、運転維持費は 4.4万円/kW/年となり、大規模地熱発電
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の想定値（3.3万円/kW/年）を上回った。 

◼ リプレース区分の資本費の定期報告データは２件、運転維持費の定期

報告データは２件（15,000kW未満）。資本費の平均値は 107万円/kWと

なり、小規模地熱発電（リプレース）の想定値（77万円/kW）を上回っ

た。また、運転維持費は 4.2万円/kW/年となり、小規模地熱発電（リ

プレース）の想定値（4.8万円/kW/年）を下回った（参考 45）。 

【参考 45】地熱発電の出力と資本費・運転維持費の関係 

 

◼ さらに詳細に資本費・運転維持費の規模別内訳を分析すると、 

➢ 資本費について、100kW未満は平均値 192万円/kW、100-1,000kWは

平均値 149万円/kWとなっている一方、データが少ない点に留意が

必要であるが、1,000-15,000kWは平均値 126万円/kW、15,000kW以

上は 61 万円/kWとなっており、規模が大きくなるほどコストが低

減し、1,000kWを超えると特に低コストでの設置が可能となる。 

➢ 運転維持費についても、得られたデータが少ない点に留意が必要で

はあるが、大規模になるほどコストが低減する傾向が見られた（参

考 46）。 
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【参考 46】地熱発電の規模別のコスト動向 

 

② 地熱発電の設備利用率 

◼ 15,000kW 未満の設備利用率データは、ばらつきが大きいものの平均値

は 53.3％、中央値は 52.3％となっており、小規模地熱発電の想定値

（74.8％）を下回った。一方で、1,000kW以上 15,000kW 未満に着目す

ると、その設備利用率データの平均値は 76.8％、中央値は 79.8％とな

っており、小規模地熱発電の想定値を上回った。15,000kW 以上の設備

利用率データは０件であった（参考 47）。 

◼ なお、運転開始後の設備利用率の低下状況を確認するため、運転開始

後経過年数と設備利用率の関係を分析すると、運転開始年数の経過に

【参考 47】地熱発電の出力と設備利用率の関係 
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つれて、全体として、概ね横ばいの傾向があった。 

 

（2） 地熱発電（新設）の 2027 年度の調達価格・基準価格 

◼ 地熱発電については、地元調整、関係法令の手続き等を勘案し、これま

で向こう３年間の複数年度の調達価格を取りまとめてきたことを踏ま

え、引き続き向こう３年間の取扱いについて議論することとした。 

① 地熱発電の資本費・運転維持費・設備利用率について 

◼ 2023年度の本委員会において、発電コストは設備容量の拡大とともに逓

減する傾向にあることを踏まえ、1,000kW以上 30,000kW 未満の地熱発電

の調達価格・基準価格については、容量の増加に応じて価格が連続的に

変化する形（フォーミュラ方式）による価格設定を行うこととされた。

2027年度の調達価格・基準価格についても、適切な規模での事業実施を

促す観点から、一定規模以上においては、引き続きフォーミュラ方式に

よる価格設定を行うこととした。 

◼ 具体的には、前述のコストデータや調査等の結果によると、コスト動向

や発電方式に大きな変化が確認されていないことを踏まえ、①フォーミ

ュラ方式を設ける範囲（1,000kW 以上 30,000kW 未満）、②フォーミュラ

の形状（直線）、③フォーミュラ方式を設ける範囲の前後の調達価格/基

準価格に関する IRR以外の想定値（大規模地熱発電及び小規模地熱発電

の想定値）について、据え置くこととした。 

a) 小規模地熱発電（※フォーミュラ方式を設ける範囲より小さい地熱

発電。従前の 15,000kW未満の区分）について 

➢ 資本費・運転維持費：平均値・中央値いずれも、2026年度の調

達価格・基準価格における想定値を上回っている。ただし、

1,000kW 以上の中規模案件では、平均値・中央値いずれも、2026

年度の調達価格/基準価格における想定値と同程度となってい

る。また、調査結果に基づけば、1,000kW未満で資本費が高い理

由の１つとしては、発電設備の選択肢が限られており、過大な

設備仕様になってしまうこと等が挙げられる。 

➢ 設備利用率：平均値・中央値いずれも、2026年度の調達価格/基

準価格における想定値を下回っている。ただし、1,000kW以上の

中規模案件では、平均値・中央値いずれも、2026 年度の調達価
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格/基準価格における想定値を上回っており、効率的な事業実施

が出来ている。また、調査結果等に基づけば、設備利用率が低

い 1,000kW 未満については、適切なメンテナンスの実施により

設備利用率の向上も期待できる。 

b) 大規模地熱発電（※フォーミュラ方式を設ける範囲より大きい地熱

発電。従前の 15,000kW以上区分）について 

➢ 導入済み１件のコストデータによれば、運転維持費については、

2026 年度の基準価格における想定値を上回っているものの、資

本費は想定値を下回るが、報告数が１件のみと少なく、動向を

注視することが必要。 

② 地熱発電の IRR について 

◼ 地熱資源の開発を伴うという電源の性質上、開発リスク/開発コストが

高いという特徴があるため、新規開発地点において、JOGMEC が自ら探査・

掘削（新たに噴気試験までを含む。）を実施し、その結果を事業者に提供

する取組が、資源・燃料分科会において検討されてきた。 

◼ 第 43 回の資源・燃料分科会（2024 年 11 月 13 日）で示された「地熱開

発加速化パッケージ」では、「地熱フロンティアプロジェクト」として、 

➢ JOGMEC の先導的資源量調査の実施・拡大を通じて国が初期段階の開

発リスクをとること 

➢ 経産省主導で関係省庁・自治体との調整を行うことで許認可や地域

関係者との合意形成のプロセスの円滑化・迅速化を図ること 

➢ それら実績を他案件へ横展開し、全国の地熱開発加速化につなげる

こと 

等が示されている。 

◼ 今後、こうした「地熱開発加速化パッケージ」の実行により、事業者の

開発リスクの低減が見込まれるところ、具体的にどの程度のリスクが低

減するのか、それを踏まえて具体的に IRRをどう設定するのかといった

点を検討していく必要がある。 

◼ 現在、地熱発電の調達価格/基準価格は 2026年度まで決定しているとこ

ろであるが、地熱発電の 2027 年度の取扱いは、そうした検討を踏まえ

て来年度以降の本委員会で決定することとし、関係審議会等に対し、「地
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熱開発加速化パッケージ」の実行に伴い低減する開発リスクの程度など、

調達価格/基準価格の検討に資する情報の収集を要請23することとした。 

 

（3） 地熱発電（リプレース）の 2027年度の調達価格/基準価格 

◼ 15,000kW 未満における地下設備流用区分の１件のみしか導入実績がな

いところ、リプレースの区分等の調達価格・基準価格における資本費は、

新設区分等の調達価格・基準価格における資本費の想定値から、接続費

や地下設備の費用を差し引いた値を想定している。 

◼ また、今後、新設区分等における案件のリプレース区分への移行が想定

されるところ、リプレース区分への移行後に適切な規模での事業実施が

なされるような価格設定とすることが重要。 

◼ これらを踏まえ、リプレース区分等の調達価格・基準価格（フォーミュ

ラ方式含む）については、接続費や地下設備の費用を勘案しつつ、新設

の区分等と同様の考え方で、設定することとした。 

◼ 但し、2027 年度の取扱いは、新設同様、来年度以降の本委員会で決定す

ることとした。 

（4） 長期安定稼働が可能な電源への支援のあり方 

◼ 地熱発電は長期稼働が見込まれる電源であり、これまでの本委員会での

事業者団体ヒアリングにおいても、事業者団体から、50 年以上の長期間

操業が期待されるとの説明があった。また、実態としても、50年程度運

転を継続した地熱発電所は日本に複数存在している。 

◼ 調達期間/交付期間の終了後も長期間にわたって稼働可能という特性を

踏まえると、①長期稼働が可能という特性を必ずしも評価し切れない

FIT/FIP制度と、他の措置との役割分担を検討するとともに、②FIT/FIP

制度においても、調達期間/交付期間終了後の便益も加味した調達価格/

基準価格の算定を検討することが必要となる。このため、引き続き更な

 

 

23 第 68 回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会（2024 年 12 月 25 日）で示されたエネ

ルギー基本計画（案）において、地熱発電については、「今後、2040 年に向けて地熱発電の導

入を加速させていくための具体的な計画や目標等を策定する」とされている。これを踏まえた

具体的な計画や目標等の検討と併せて、上記の情報の収集を行うことが期待される。 
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る実態把握に努めつつ、関係審議会での議論も踏まえ、長期的な稼働が

可能な実態に合わせた地熱発電への支援のあり方について検討するこ

ととした。 

（5） 地熱発電の 2026年度に FIP制度のみ認められる対象 

◼ これまでの本委員会では、以下の理由から、2026年度までの新規認定で

FIP制度のみ認められる地熱発電の対象を、1,000kW以上とした。 

➢ 資本費や運転維持費、設備利用率のデータが 1,000kW 未満と

1,000kW 以上で、分布の傾向が異なっていたこと 

➢ 地熱発電は、出力が安定していることから、発電予測が比較的容

易、需要側が単体の電源から安定した電気を調達しやすい、といっ

た特徴があるため、FIP制度により、早期に電力市場へ統合してい

くことが適切と考えられること 

◼ 上述のとおり、地熱発電は、自立化へのステップとして、早期に電力市

場へ統合していくことが適切である。一方で、定期報告データを用いて

規模別のコスト動向を分析したところ、1,000kW を超えると比較的低コ

ストでの事業実施が可能な傾向にあるが、1,000kW 未満についてはコス

ト水準が高く、資本費の分散も大きい。また、FIP制度の開始が 2022年

度であることも踏まえ、制度の動向についても注視していくことが重要。 

◼ 以上を踏まえ、新規認定で FIP制度のみ認められる地熱発電の対象につ

いて、2027 年度についても、引き続き 1,000kW 以上とすることとした。 

◼ また、全設備更新や地下設備流用の区分等はいずれも認定・導入実績が

限られるが、地熱発電の電源特性は、新設も全設備更新も地下設備流用

も同様と考えられることから、2026年度までの新規認定で FIP制度のみ

認められる対象を 1,000kW以上とした。同様の考え方に基づき、2027年

度についても、引き続き 1,000kW以上とすることとした。 
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4．中小水力発電 

◼ 中小水力発電については、2030年エネルギーミックス（1,040 万 kW）の水準

に対して、2024 年３月末時点の FIT 前導入量＋FIT・FIP 認定量は 1,030 万

kW、導入量は 1,000万 kW（参考 48～参考 50）。 

【参考 48】中小水力発電の FIT・FIP認定量・導入量 

  
【参考 49】中小水力発電（新設）の年度別・規模別の FIT・FIP認定量・導入量 
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【参考 50】中小水力発電（既設導水路活用型）の年度別・規模別の FIT・FIP認定量・

導入量 

 

◼ 2024年度の調達価格・基準価格は、200kW以上 1,000kW未満で 29円/kWhな

どであるが、海外の買取価格と比べて高い（参考 51）。 

【参考 51】中小水力発電（200kW）の各国の価格 
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（1） 中小水力発電のコスト動向 

① 中小水力発電の資本費 

◼ 資本費の定期報告データは FIT制度開始後に運転開始した案件に限られ

るが、中小水力発電は FIT制度開始前から運転している案件が多数存在

することから、例年どおり、FIT 制度開始前に運転開始した案件に対し

て別途コストデータの調査を行った結果を加えて分析を行っている。 

◼ 200kW 未満の資本費の定期報告データは 529 件。既設導水路活用型に相

当する案件を除くと（503件）、平均値 294万円/kW、中央値 216万円/kW。

補助金案件が多く含まれる 100kW 未満及び異常値除外のため 300 万円

/kW 以上の高額案件を除くと、平均値 177 万円/kW、中央値 176 万円/kW

となる。想定値（100万円/kW）を上回っており、分散が大きい。 

◼ 200kW 以上 1,000kW 未満の定期報告データは 226 件。既設導水路活用型

に相当する案件を除くと（165 件）、平均値 136 万円/kW、中央値 114 万

円/kW。異常値除外のため 300万円/kW以上の高額案件を除外すると、平

均値 122万円/kW、中央値 108万円/kWとなる。想定値（80万円/kW）を

上回っており、分散が大きい。 

◼ 1,000kW 以上 5,000kW 未満の資本費のデータは 121 件。既設導水路活用

型に相当する案件を除くと（57 件）、平均値 180 万円/kW、中央値 85 万

円/kW。想定値の設定時と同様に 300万円/kW以上の高額案件を除外する

と、平均値 90万円/kW、中央値 83万円/kWとなり、想定値（93万円/kW）

と同水準又はやや下回る。 

◼ 5,000kW 以上 30,000kW 未満の資本費のデータは 91 件。既設導水路活用

型に相当する案件を除くと（44件）、平均値 75万円/kW、中央値 41万円

/kW。想定値の設定時と同様に 300 万円/kW 以上の高額案件を除外する

と、平均値 52万円/kW、中央値 39万円/kWとなり、想定値（51万円/kW）

とは概ね同水準（参考 52）。 
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【参考 52】中小水力発電（新設）の出力と資本費の関係 

＜200kW 未満＞ 

 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

- 

 

◼ 既設導水路活用型24については、200kW 未満（24 件）の平均値は 159 万

円/kW、中央値は 167 万円/kW となり、想定値（50 万円/kW）を上回る。

また、200kW 以上 1,000kW未満（61件）の平均値は 75 万円/kW、中央値

は 70万円/kWとなり、想定値（40万円/kW）を上回る。 

◼ 1,000kW以上 5,000kW未満（64件）の平均値は 44万円/kW、中央値は 37

万円/kWとなり、想定値（46.5万円/kW）と概ね同水準。また、5,000kW

以上 30,000kW 未満（47 件）の平均値は 27 万円/kW、中央値 22 万円/kW

となり、想定値（26万円/kW）とは概ね同水準（参考 53）。 

 

 

24 これらは想定値の設定時と同様に 300 万円/kW 以上の高額案件を除いたデータである。 
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【参考 53】中小水力発電（既設導水路活用型）の出力と資本費の関係25 

＜200kW 未満＞ 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

 

② 中小水力発電の運転維持費 

◼ 200kW 未満の運転維持費の定期報告データは 503 件。平均値 6.9 万円

/kW/年、中央値 4.6 万円/kW/年となり、想定値（7.5 万円/kW/年）を下

回るが、想定値より高い案件も一定数存在する。 

◼ 200kW 以上 1,000kW 未満の運転維持費の定期報告データは 277 件。平均

値 3.4万円/kW/年、中央値 2.5万円/kW/年となり、想定値（6.9万円/kW/

年）を下回るが、想定値より高い案件も一定数存在する。 

◼ 1,000kW 以上 5,000kW 未満の運転維持費のデータは 119 件。平均値 2.1

万円/kW/年、中央値 2.0万円/kW/年となり、分散が大きいものの、想定

値（2.0万円/kW/年）と同水準。 

◼ 5,000kW 以上 30,000kW 未満の運転維持費のデータは 83 件。平均値 1.4

万円/kW/年、中央値 1.1 万円/kW/年となり、想定値（0.95 万円/kW/年）

をやや上回るが、分散が大きい（参考 54）。 

 

 

25 2024 年 7 月 17 日までに報告された定期報告データを分析対象としている。 
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【参考 54】中小水力発電の出力と運転維持費の関係26 

＜200kW 未満＞ 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

 

③ 中小水力発電の設備利用率 

◼ 設備利用率は、全体としてばらつきが大きいものの、1,000kW 以上の各

区分では、想定値と概ね同水準又は上回る（参考 55）。 

 

 

26 2024 年 7 月 17 日までに報告された定期報告データを分析対象としている。 
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【参考 55】中小水力発電の出力と設備利用率の関係 

＜200kW 未満＞ 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

 

 

◼ 令和３年度の本委員会において、中小水力４団体から、設備利用率は年

ごとの降雨量等により変化し、かつ、水力発電は保安規程等に基づきオ

ーバーホールなど数ヶ月にわたる運転停止が必要となることから、長期

的なデータを基に調達価格/基準価格を算出する必要があるという意見

があった。 

◼ こうした意見を踏まえ、これまでの運転開始からの全期間での運転維持

費の平均値・中央値を分析したところ、いずれの規模においても、直近

１年間の運転維持費の平均値・中央値と同水準となった。 

◼ また、設備利用率についても、運転開始からの全期間での平均値・中央

値を分析したところ、いずれの規模においても、直近１年間の設備利用

率の平均値・中央値と同水準となった（参考 56）。 
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【参考 56】中小水力発電の全期間での運転維持費・設備利用率 

 

（2） 中小水力発電の 2026年度以降の調達価格・基準価格について 

◼ 中小水力発電については、地元調整、関係法令の手続きに時間がかかる

おそれがあるため、これまで原則向こう３年間の複数年度の調達価格等

を取りまとめてきたことを踏まえると、引き続き向こう３年間について

取扱いを決定することは効果的と考えられる。2026年度まで概ね既に取

扱いが決定しているところ、2027年度の取扱いについては、本年度に設

定することとした。ただし、1,000kW以上 30,000kW未満の調達価格・基

準価格については、昨年度の本委員会で、2025年度まで取りまとめたこ

とを踏まえて、2026年度以降の調達価格・基準価格について適切な範囲

で示すこととした。 

① 200kW 未満、200kW 以上 1,000kW 未満（新設・既設導水路活用型）につ

いて 

◼ コストデータに基づけば、新設・既設導水路活用型ともに、 

➢ 資本費：平均値・中央値いずれも 2026年度の調達価格・基準価格に

おける想定値を上回る。ただし、分散も大きく、想定値を下回る案

件も一定数存在する。  

➢ 運転維持費：平均値・中央値いずれも 2026年度の調達価格・基準価

格における想定値を下回る。ただし、分散も大きく、想定値を上回

る案件も一定数存在する。なお、直近１年間と、運転開始からの全



73 

期間での平均値・中央値は同水準。 

➢ 設備利用率：平均値・中央値は想定値と同水準またはやや下回る。

また、分散も大きいが、コスト調査の結果によれば、特に 1,000kW未

満の範囲においては、極端に設備利用率が低下する案件も多く、適

切なメンテナンスの実施により、 設備利用率の向上も期待できる。

なお、直近１年間と、運転開始からの全期間での平均値・中央値は

同水準。 

➢ こうしたコスト動向を踏まえ、2027年度の調達価格・基準価格にお

ける想定値は、引き続き 2026 年度の想定値を維持することとした。 

➢ その上で、コスト調査の結果に基づけば、資本費については想定値

を下回る案件が一定数存在しており、2023年３月の仕様標準の公表

等によっても更なるコスト効率化が見込めること、運転維持費は想

定値を下回っていること、また価格目標で中長期的な自立化を目指

していることを踏まえ、想定値の引き下げ（設備利用率については

引き上げ）も検討することとした。 

② 1,000kW 以上 5,000kW 未満（新設・既設導水路活用型）について 

◼ コストデータに基づけば、新設・既設導水路活用型ともに、 

➢ 資本費：平均値・中央値いずれも 2025年度の調達価格・基準価格に

おける想定値と同水準又はやや下回る。 

➢ 運転維持費：分散が大きいものの、平均値・中央値いずれも 2025年

度の調達価格・基準価格における想定値と同水準。なお、直近１年

間と、運転開始からの全期間での平均値・中央値は同水準。 

➢ 設備利用率：平均値・中央値いずれも 2025年度の調達価格・基準価

格における想定値と概ね同水準。なお、直近１年間と、運転開始か

らの全期間での平均値・中央値は同水準。 
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◼ また、昨年度実施したオーバーホールに関するコスト調査の結果27に基

づけば、定期報告データに基づく設備利用率や運転維持費の実績値には、

既にオーバーホールを実施した設備の実績も含まれていると考えられ

る。 

◼ 以上を踏まえ、2026年度の調達価格・基準価格における想定値は、2025

年度の想定値を維持することとし、引き続き、更なる実態把握に努める

こととする。その上で、コスト調査の結果に基づけば、資本費について

は想定値をやや下回っており、今後、こうした実態把握の結果等も勘案

しつつ、想定値の見直しについて、検討することとした。 

③ 5,000kW 以上 30,000kW 未満（新設・既設導水路活用型）について 

◼ コストデータに基づけば、新設・既設導水路活用型ともに、 

➢ 資本費：平均値・中央値いずれも 2025年度の調達価格・基準価格に

おける想定値と概ね同水準。 

➢ 運転維持費：平均値・中央値いずれも 2025年度の調達価格・基準価

格における想定値をやや上回る。ただし、分散も大きく、想定値を

下回る案件も一定数存在。なお、直近１年間と、運転開始からの全

期間での平均値・中央値は同水準。 

➢ 設備利用率：平均値・中央値いずれも 2025年度の調達価格・基準価

格における想定値を上回る。ただし、分散も大きく、想定値を下回

る案件も一定数存在。なお、直近１年間と、運転開始からの全期間

での平均値・中央値は同水準。 

  

 

 

27 ＜参考：令和５年度調査結果＞ 

・オーバーホールの実施は 10 年に 1 回程度、停止期間は 2～3 か月程度であり、調達期間・交

付期間中の 20 年間で見ると 4～5 か月程度。 10 年に 1 回の実施頻度から、既にオーバーホー

ルを実施した設備も一定数存在し、実績値に当該設備の実績も含まれていると考えられる。 

・また、オーバーホールを実施するタイミングは、設備の運転開始時期や状況によっても異な

るところ、実施時の年度には一時的に設備利用率や運転維持費への影響が生じるものの、全期

間を通じてみたときにはそうした影響を含めたうえで平準化されるものと考えられる。 
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◼ なお、昨年度実施したオーバーホールに関するコスト調査の結果28に基

づけば、1,000-5,000kW とは異なり、定期報告データに基づく設備利用

率や運転維持費の実績値には、オーバーホールの影響が反映されていな

いことが考えられ、更なる実態把握に向けて、実績が蓄積されるのを待

つ必要がある点には留意が必要である。 

◼ 以上を踏まえ、2026年度の調達価格・基準価格における想定値は、運転

維持費・設備利用率を含め、2025年度の想定値を維持することとし、引

き続き更なる実態把握に努めることとした。 

（3） 長期安定稼働が可能な電源への支援のあり方 

◼ 中小水力発電は長期稼働が見込まれる電源であり、これまでの事業者団

体等ヒアリングにおいても、事業者団体から、補修を適切に行えば 60年

程度は稼働可能であるとの説明があった。また、実態としても、40 年程

度運転を継続した水力発電所は日本に複数存在している。 

◼ こうした調達期間/交付期間の終了後も長期間にわたって稼働可能とい

う特性を踏まえると、①長期稼働が可能という特性を必ずしも評価し切

れない FIT/FIP制度と、他の措置との役割分担を検討するとともに、②

FIT/FIP制度においても、調達期間/交付期間終了後の便益も加味した調

達価格・基準価格の算定を検討することが必要となる。このため、引き

続き更なる実態把握に努めつつ、関係審議会での議論も踏まえ、中小水

力発電への支援のあり方について検討することとした。 

（4） 中小水力発電の 2027年度に FIP 制度のみ認められる対象 

◼ これまでの本委員会では、以下の理由から、2026年度までの新規認定で

FIP制度のみ認められる中小水力発電の対象を、1,000kW 以上とした。 

➢ 新設案件・既設導水路活用型案件ともに、1,000kW を超えると全体

として安価での事業実施が可能な傾向にあること 

 

 

28 ＜参考：令和５年度調査結果＞   

・オーバーホールの実施は 16 年に１回程度、停止期間は７か月程度。16 年に１回の実施頻度

から、多くの設備はオーバーホール未実施で あり、実績値にはオーバーホールの影響が反映さ

れていないことが考えられる。 

・また、回答件数 3 件に基づく実績値が、今後オーバーホールの実施を見込んでいる案件（21

件）で想定している費用と乖離があることからも、更なる実態把握が必要と考えられる。 
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➢ 中小水力発電は、ベースロード電源であり出力が安定していること

から、発電予測が比較的容易、需要側が単体の電源から安定した電

気を調達しやすい、といった特徴があり、FIP制度により、早期に

電力市場へ統合していくことが適切と考えられること 

◼ 上述のとおり、中小水力発電は、自立化へのステップとして、早期に電

力市場へ統合していくことが適切と考えられる。一方で、定期報告デー

タを用いて規模別のコスト動向を分析したところ、1,000kW を超えると

全体として安価での事業実施が可能な傾向にあるが、1,000kW 未満につ

いてはコスト水準が高く、資本費データの分散も大きい。また、1,000kW

未満の FIP 認定件数は８件29と、小規模案件での FIP 認定が存在し、今

後更なる増加も見込まれる一方、1,000kW以上の 32件 29と比べるとまだ

少数であり、引き続き FIP 制度の動向についても注視することが重要。 

◼ 以上を踏まえ、新規認定で FIP制度のみ認められる中小水力発電の対象

について、2026年度も、新設、既設導水路活用型いずれも 1,000kW以上

とすることとした。 

  

 

 

29 2024 年 10 月１日時点 
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5．バイオマス発電 

◼ バイオマス発電については、FIT 制度開始前の導入量と 2024 年３月末時点

の FIT・FIP認定量を合わせた容量は、バイオマス発電全体で 1,070万 kWと

なっており、2030 年エネルギーミックスの水準（800 万 kW）を超えている

（参考 57～参考 59）。 

【参考 57】バイオマス発電の FIT・FIP認定量・導入量 

  
【参考 58】バイオマス発電の年度別・規模別の FIT・FIP 認定量 
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【参考 59】バイオマス発電の年度別・規模別の FIT・FIP 導入量 

 
◼  

◼ 2024 年度の調達価格・基準価格は、入札対象外の一般木材等（10,000kW 未

満）では 24円/kWhであり、また、一般木材等（10,000kW以上）は入札対象

となっているが、海外では、大規模な一般木材等バイオマスは、支援対象で

ない場合もある（参考 60、参考 61）。 

【参考 60】バイオマス発電（5,000kW、ペレット使用）の各国の価格 
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【参考 61】諸外国におけるバイオマス発電の支援状況 

 

 

◼ 10,000kW 以上の一般木材等バイオマス、全規模のバイオマス液体燃料

は、2018 年度より入札制に移行している。これまでの入札結果は、参

考 62のとおりである。 

【参考 62】木質等バイオマス発電のこれまでの入札結果 
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（1） バイオマス発電のコスト動向 

① 木質等バイオマス発電のコスト動向 

（資本費） 

◼ これまでに得られた一般木材等の資本費のコストデータは 77 件。平均

値は 45.2 万円/kW、中央値は 43.4万円/kWとなり、想定値（41万円/kW）

とほぼ同水準となる。また、2,000kW未満ではばらつきが大きくなる。 

◼ 未利用材（2,000kW 以上）の資本費のコストデータは 46 件。平均値は

50.6 万円/kW、中央値は 49.7 万円/kW となり、想定値（41 万円/kW）を

やや上回る。 

◼ 未利用材（2,000kW 未満）の資本費のコストデータは 67 件。平均値は

135.2 万円/kW、中央値は 124.6 万円/kW となり、想定値（62 万円/kW）

を上回るが、分散が大きい（参考 63）。 

【参考 63】一般木材等・未利用材バイオマス発電の資本費 

 

◼ 建築資材廃棄物の資本費のコストデータは７件。平均値は 60.3万円/kW、

中央値は 49.1 万円/kW となり、想定値（35 万円/kW）を上回る。また、

2,000kW 以上は 2,000kW 未満と比べて低コストとなっている。ただし、

コストデータが少ない点に留意が必要である。 

◼ なお、2018 年度から入札対象となっているバイオマス液体燃料の資本費

のコストデータは６件。平均値は 41.4万円/kW、中央値は 13.9万円/kW

であった（参考 64）。 



81 

【参考 64】建設資材廃棄物バイオマス発電の資本費 

 

（運転維持費） 

◼ これまでに得られた一般木材等の運転維持費のコストデータは 80 件。

平均値 3.8 万円/kW/年、中央値 3.4 万円/kW/年となり、想定値（2.7 万

円/kW/年）を上回るが、分散も大きい。 

◼ 未利用材（2,000kW以上）の運転維持費のコストデータは 48件。平均値

4.4 万円/kW/年、中央値 4.0 万円/kW/年となり、想定値（2.7 万円/kW/

年）を上回るが、分散も大きい。 

◼ 未利用材（2,000kW未満）の運転維持費のコストデータ 52件。平均値 8.1

万円/kW/年、中央値 6.4 万円/kW/年となり、想定値（6.4 万円/kW/年）

を上回るが、分散も大きい。 

◼ 建設資材廃棄物の運転維持費のコストデータは 21 件。平均値 7.5 万円

/kW/年、中央値 5.5 万円/kW/年となり、想定値（2.7 万円/kW/年）を上

回る（参考 65）。 

◼ なお、2018 年度から入札対象となっているバイオマス液体燃料の運転維

持費のコストデータは６件。平均値は 1.0万円/kW/年、中央値は 1.1万

円/kW/年であった。 
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【参考 65】一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物バイオマス発電の運転維持費 

 

 

（燃料費） 

◼ 未利用材（2,000kW 以上）の燃料費のコストデータは 122 件。平均値は

1,250円/GJ、中央値は 1,183円/GJとなり、想定値（1,200 円/GJ）と概

ね同水準である。 

◼ 未利用材（2,000kW未満）の燃料費のコストデータは 65 件。平均値は 980

円/GJ、中央値は 1,000円/GJとなり、想定値（900円/GJ）と概ね同水準

である。 

◼ 一般木材等の燃料費のコストデータは 289 件。平均値は 1,089 円/GJ、

中央値は 1,068円/GJとなり、想定値（750円/GJ）を上回る。 

◼ 建設資材廃棄物の燃料費のコストデータは 76 件。平均値は 365 円/GJ、

中央値は 340円/GJとなり、想定値（200円/GJ）を上回る（参考 66）。 

◼ 想定値と若干のずれが見られる燃料種もあるものの、引き続き、燃料市

場の動向を注視する必要がある。 

◼ なお、2018 年度から入札対象となっているバイオマス液体燃料の燃料費

のコストデータは４件。平均値は 3,026 円/GJ、中央値は 2,328 円/GJ。 
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【参考 66】一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物バイオマス発電の燃料費 

 
  

◼ なお、定期報告データより得られた燃料費の推移を分析したところ、燃

料費は全体的に横ばいの傾向であるが、未利用材（2,000kW 以上）や一

般木材（チップ）等については、やや上昇傾向にある（参考 67）。 

【参考 67】燃料費の推移 

  

（設備利用率） 

◼ 木質等バイオマス発電の設備利用率の分析の結果、未利用材（2,000kW以

上）・一般木材等（10,000kW以上）の設備利用率が高い傾向にある一方、

未利用材（2,000kW未満）・一般木材等（10,000kW未満）は比較的低い傾

向にある。ただし、全体的に分散が大きい（参考 68）。 
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◼ これは、小規模案件は主に国内から燃料調達を行っているところ、季節

変動等により、国内材の安定的な調達が必ずしも容易ではないことが一

要因と考えられる。 
 

 

② 一般廃棄物その他バイオマス発電のコスト動向 

（資本費） 

◼ これまでに得られた資本費のコストデータは 124件。平均値は 114.8万

円/kW、中央値は 99.8万円/kWとなり、想定値（31万円/kW）を上回る。

現在の想定値は、制度開始当初の事業者団体からのヒアリングに基づい

て大規模な設備を想定しているため、10,000kW以上の設備（15件）に限

定すると、平均値は 40.7万円/kW、中央値は 39.8万円/kWとなり、想定

値（31万円/kW）と概ね同水準となる。 

◼ また、2,000kW 以上の平均値は 101.0万円/kW、中央値は 90.6万円/kWで

ある一方、2,000kW未満の平均値は 145.9万円/kW、中央値は 117.3万円

/kWと特に高額となる（参考 69）。 

【参考 68】一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物バイオマス発電の設備利用率 
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【参考 69】一般廃棄物その他バイオマス発電の資本費 

 

（運転維持費） 

◼ これまでに得られた運転維持費のコストデータは 271 件。平均値は 6.5

万円/kW/年、中央値は 4.5万円/kW/年となり、想定値（2.2 万円/kW/年）

を上回る。現在の想定値は、制度開始当初の事業者団体からのヒアリン

グに基づいて大規模な設備を想定しているため、10,000kW 以上の設備

（65 件）に限定すると、平均値は 3.2 万円/kW/年、中央値は 3.0 万円

/kW/年となり、想定値に近い水準となる。一方、2,000kW 未満はばらつ

きが大きい30（参考 70）。 

 

 

30 運転維持費 0 円/kW/年の案件を除く。 
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【参考 70】一般廃棄物その他バイオマス発電の運転維持費 

   

 

（設備利用率） 

◼ 一般廃棄物その他バイオマス発電の設備利用率について、平均値は

32.1%、中央値は 32.0％となり、想定値（46%）を下回っている。ただし、

分散も大きい。ごみ処理焼却施設などでは、ごみの受入状況などにより、

設備利用率に変動が生じ得る点に留意が必要である（参考 71）。 

【参考 71】一般廃棄物その他バイオマス発電の設備利用率 

  

 



87 

③ メタン発酵バイオガス発電のコスト動向 

（資本費・運転維持費） 

◼ これまでに得られた資本費のコストデータは 235 件31。平均値は 266.1

万円/kW、中央値は 239.7万円/kWとなるが、2025年度の想定値（243万

円/kW）と概ね同水準。 

◼ また、これまでに得られた運転維持費のコストデータは 222件。平均値

は 12.8 万円/kW/年、中央値は 7.0 万円/kW/年となり、2025 年度の想定

値（18.4 万円/kW/年）を下回った（参考 72）。 

◼ なお、昨年度と同様に、今後、案件の増加が期待される原料混合（特に

500kW未満）に着目すると、資本費の平均値は 321.9万円/kW、中央値は

261.7万円/kWとなり、運転維持費の平均値は 22.9万円/kW/年、中央値

は 15.3万円/kW/年となる。 

【参考 72】メタン発酵バイオガス発電の資本費・運転維持費 

  

（設備利用率） 

◼ メタン発酵バイオガス発電の設備利用率の分析の結果、全体的には 2025

年度の想定値（70%）を下回るが、分散が大きい（参考 73）。 

 

 

31 209 件のうち 128 件が、過去に投資をしたメタン発酵バイオガス発電に必要な発酵槽を有効

利用したケースである点を勘案し、こうしたケースの案件に発酵槽の費用相当額（124.0 万円

/kW）を加えて分析している。 
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【参考 73】メタン発酵バイオガス発電の設備利用率 

   

（2） バイオマス発電の 2026 年度以降に FIP制度のみ認められる対象等 

① 2026年度以降に FIP制度のみ認められる対象 

◼ これまでの本委員会で、新規認定で FIP制度のみ認められるバイオマス

発電の対象については、以下の理由から、原則として 2022 年度は

10,000kW 以上、2023年度及び 2024年度は 2,000kW以上とした32。 

➢ バイオマス発電は、安定的に発電可能で調整しやすいことから、発

電予測が比較的容易、需要側が単体の電源から安定した電気を調達

しやすい、調整力としても活用しやすい、といった特徴があり、

FIP制度により、再エネの自立化へのステップとして、早期に電力

市場へ統合していくことが適切と考えられること 

➢ 特に 10,000kW 以上の大規模設備では、一般木材等・一般廃棄物そ

の他バイオマスなどの複数の区分において、発電効率が高く、相対

的に低コストでの事業実施が可能であること 

➢ 定期報告データを用いて規模別のコスト動向を分析したところ、一

般木材等・未利用材・建設資材廃棄物・一般廃棄物その他バイオマ

スなどの複数の区分において、2,000kW以上/未満でコストデータ

 

 

32 なお、入札対象とされている液体燃料（全規模）については、全電源共通の FIP 利用の下限

も踏まえて、50kW 以上を FIP 対象とした。 
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の傾向が異なること 

◼ 2025年度においては、卸電力取引市場への参入可能性について分析を行

い、最小取引単位（現行では 50kWh/コマ（30分））を超過する発電量を

実現可能かに着目したところ、1,000kW 以上 2,000kW 未満の発電設備に

おいては、 卸電力取引市場の最小取引単位を超えて安定的に発電でき

ている設備が多数存在している実態を踏まえて、2025年度は 1,000kW以

上とした。 

◼ 2026年度においては、早期の電力市場統合を促す観点から、1,000kW未

満についても同様に、卸電力取引市場への参入可能性について検討する

こととした。 

◼ 具体的には、1,000kW 未満において、早期に FIP 制度のみとすることを

目指す観点を踏まえ、50kW以上 1,000kW未満の発電設備について、卸電

力取引市場の最小取引単位（現行では 50kWh/コマ（30 分））を安定的に

超過する発電量を実現できるか否かに着目し分析を行った。 

◼ その結果、ごみ処理焼却施設に併設されている設備を除くバイオマス発

電全体で見ると、１年を通じた全ての月で１時間あたりの平均発電量が

100kWhを超えている状況となっていることが確認された33。 

◼ 上記の分析を踏まえて、50kW以上 1,000kW未満の発電設備において、卸

電力取引市場の最小取引単位を超えて安定的に発電できている設備が

多数存在している実態を踏まえ、FIT 制度からの中長期的な自立化を促

す観点から、2026年度の新規認定において、FIP制度のみ認められるバ

イオマス発電の対象について、50kW以上を基本とすることとしつつ、業

界の足元の状況を踏まえることとした34。 

◼ 以上を踏まえて、業界団体にヒアリングを実施したところ、FIP 電源と

しての事業実施に向けた施設計画等のために、一定の期間を要するとい

う意見があったことを踏まえて（参考 74）、１年間の猶予期間を設ける

こととし、2027年度の新規認定分から、FIP制度のみ認められるバイオ

 

 

33 50-1,000kW の設備について、発電が停止している月のあった設備を除き、2023 年度の各月

における 1 時間あたりの平均発電量を分析した。 

34 入札対象とされている液体燃料（全規模）については、全電源共通の FIP 利用の下限も踏ま

えて、50kW 以上が FIP 対象とされている。 
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マス発電の対象について、50kW 以上とすることとした。 

【参考 74】バイオマス発電業界団体のヒアリング結果 

  

◼ ただし、ごみ処理焼却施設などの使用する燃料を事業者がコントロール

することが困難な事業については、事業実態を踏まえ、FIP 制度のみ認

められるバイオマス発電の対象について、2,000kW 以上を維持すること

とした。 

② 2026年度以降の入札対象範囲 

◼ 第 95 回の本委員会（2024 年 10 月 16 日）では、バイオマスの入札区分

について、直近の応札が無いことや、燃料の需給が逼迫している状況等

を踏まえ、委員より、区分のあり方について、FIT/FIP 制度での支援が

適切かという点を含めて議論すべき等の意見があった。 

◼ これを踏まえ、第 98回の本委員会（2024年 11月１日）では、入札対象

となっている一般木質等（10,000kW以上）及びバイオマス液体燃料（全

規模）の 2026 年度以降の取扱いについては、事業者団体ヒアリングの

内容や、バイオマス第７回入札の結果を踏まえて、別途議論いただくこ

ととした。 

◼ 大規模バイオマスを巡る状況に関しては、以下の状況が認められる。 

➢ バイオマス発電の電源の性質として、発電コストの大半を燃料費が

占めるというコスト構造にあり、将来的な自立化が見通しづらい状

況にある。 

➢ 今年度の本委員会における事業者団体ヒアリングにおいては、事業

者団体から、FIT/FIP 制度からの自立化のためには、燃料コストの

低減が課題との説明があった。一方、特に、入札区分である一般木



91 

質等（10,000kW以上）及び液体燃料（全規模）については、国際市

場の需給や円安等の影響を強く受ける性質があり、新規の案件形成

が大きく進むとは考えにくいとの説明もあった。 

➢ 2024年度に実施したバイオマス第７回入札においても、入札件数は

０件となり、2022年度以降、入札件数が０件の状況が続いているこ

とが確認されている。 

➢ 需給調整市場や容量市場を活用することで、FIT/FIP 制度によらず

に収益を上げることが期待されている電源である。 

◼ 以上の点を踏まえ、現在入札区分となっている一般木質等（10,000kW以

上）及び液体燃料（全規模）は、2026 年度以降、FIT/FIP 制度の支援の

対象外とすることとした。 

（3） バイオマス発電（入札対象範囲外）の 2026年度の調達価格・基準価格 

◼ 昨年度の本委員会では、以下の点を踏まえ、2025年度のバイオマス発電

（入札対象範囲外）の調達価格・基準価格については、いずれも、2024

年度の調達価格・基準価格における想定値を維持することとした。 

➢ それぞれの資本費・運転維持費は、基本的に、平均値・中央値いず

れも 2024年度の調達価格における想定値を上回る又は同等の水準

となっている。また、設備利用率は、基本的に、平均値・中央値い

ずれも想定値を下回る又は同等の水準となっている。 

➢ 一方で、ばらつきが大きく想定値を下回る（設備利用率は上回る）

水準も確認できており、大規模案件に着目すると安価に事業を実施

できているコストデータもある。また、基本的な方向性として価格

目標で中長期的な自立化を目指している状況にある。 

◼ 今年度のコストデータも昨年度と同様の傾向であり、それぞれの資本

費・運転維持費は、基本的に、平均値・中央値いずれも 2025年度の調達

価格・基準価格における想定値を上回る又は同等の水準であり、設備利

用率は、基本的に、平均値・中央値いずれも想定値を下回る又は同等の

水準となっている。 

◼ また、ばらつきが大きく想定値を下回る（設備利用率は上回る）水準も

確認できていること、大規模案件では安価に事業を実施できているコス

トデータもあるといった状況についても昨年度と同様の傾向であり、価

格目標で中長期的な自立化を目指していること等を踏まえれば、調達価
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格/基準価格の想定値を 2025年度よりも引き上げる（設備利用率は引き

下げる）ことは適当ではないと考えられる。 

◼ こうした点も踏まえ、2026 年度のバイオマス発電（入札対象範囲外）、

すなわち、一般木材等（10,000kW未満）、未利用材（2,000kW 以上）、未

利用材（2,000kW 未満）、建設資材廃棄物、一般廃棄物その他バイオマス、

メタン発酵バイオガスの各区分等の調達価格/基準価格については、い

ずれも、2025 年度の調達価格/基準価格における想定値を維持すること

とした。 

（4） FIT/FIP支援終了後の事業のあり方について 

◼ バイオマス発電は、電源の性質上、発電コストの大半を燃料費が占める

というコスト構造にある。また、大規模バイオマスについては、国際市

場の需給や円安等の影響を強く受ける性質もあり、他の再エネ電源と比

べ、再エネ電源としての自立化が相対的に難しい。こうした背景の下、

FIT/FIP 制度により支援を受けたバイオマス発電が、FIT/FIP 期間の終

了後に、石炭火力等の火力発電へ転換する懸念や事業廃止に至る懸念が

ある。 

◼ FIT/FIP 制度は、再エネ電源の自立的な維持・拡大を目指し、国民負担

によりその導入を支援するものである。そのため、 国民負担の下で導入

された再エネ電源であるバイオマス発電が、支援期間終了後に火力発電

へ転換することや事業廃止に至ることを抑止する必要がある。 

◼ このため、FIT/FIP制度により支援を受けたバイオマス発電について、 

➢ FIT/FIP 期間の終了後も、定期報告・変更届出を通じて、継続的にバ

イオマス比率の把握を行うとともに、 

➢ FIT/FIP 期間の終了後にバイオマス比率を一定以上減少させた場合
35には、指導などの対象とし、指導を行ったときはその旨を公表する

こととした。 

◼ 他方、上記の指導などの措置は、既に FIT/FIP制度による支援が終了し

た事業に対しては、実効性に限界がある。そのため、バイオマス発電事

業の継続をより確実にするために、FIT/FIP 期間が終了したバイオマス

 

 

35 バイオマス比率をゼロとすることも許容されず、この場合も指導などの対象となり、指導を

行ったときはその旨を公表することとなる。 
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発電/発電事業者に適用があり得る他の諸制度と連携して、規制/支援的

措置の両面から、こうした懸念への対応を検討することとした。具体的

には、①調達期間/交付期間にわたって FIT/FIP 制度により国民負担の

下で支援を行ってきたということ、②再エネの長期安定電源化を図って

いく必要があること、③当該発電設備がエリアの供給力の確保に貢献し

ていることなども総合的に勘案しながら、検討を進める必要があること

について確認した。 

（5） バイオマス持続可能性 WG からの報告 

◼ バイオマス持続可能性 WGで取りまとめられた以下内容（参考 75）につ

いて、報告があった。 

➢ 認定機関や認証機関に係る要件を満たしていると考えられることか

ら、PKS のライフサイクル GHG を確認できる第三者認証スキームと

して、一般社団法人農産資源認証協議会（ARC）の PKS 認証制度を追

加することとする。 

➢ ライフサイクル GHG 自主的取組等を進めるうえで、国内木質バイオ

マスの利用実態を適切に反映していくため、輸送工程や加工工程に

係るライフサイクル GHG 既定値の追加・修正を行うこととする。具

体的には、国内木質バイオマスの輸送工程の既定値計算における①

原単位の設定、②積載量区分の追加、③内航船区分の追加を行うと

ともに、チップ加工工程の値を実態に合わせ修正する。 
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【参考 75】バイオマス持続可能性ワーキンググループからの報告 
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Ⅳ．入札制度  

1．太陽光発電 

（1） 2025年度の上限価格の事前公表/事前非公表 

◼ 入札制度の設計にあたっては、以下の２つの大きな方向性が考えられる。 

➢ 上限価格を非公表としたうえで、相対的に余裕のある募集容量の下

で、上限価格を意識した競争を促す。 

➢ 上限価格を公表としたうえで、募集容量を絞り、限られた容量の下

で、他の事業者との競争を促す。 

◼ 事業用太陽光の入札については、事業者の積極的な参入を促すため、

2021 年度より、上限価格を事前公表する形で実施している。引き続き、

事業者の参入を促していく観点から、2025年度も上限価格を事前公表す

ることとした。 

（2） 2025年度の入札対象範囲 

◼ 事業用太陽光発電については、2017年度の入札制の適用以降、順次、

その対象範囲を拡大してきた。引き続きコスト低減の加速を図る観点

から、入札対象範囲は可能な限り拡大していくことが望ましい一方

で、250kW 以上/未満では資本費に一定の差異が見られることや、入札

準備に必要な経費は小規模案件ほど相対的に重い負担であることも踏

まえ、2025年度の入札については、これまでと同様に、原則 250kW以

上とした（参考 76）。 

◼ なお、昨年度の本委員会では、引き続き、地域と共生した太陽光発電

の導入加速化を進めるためには、2023年 10月から設けられた屋根設置

区分における導入を促進していくことが重要であることから、同区分

に該当する案件についてのみ入札制の適用を免除することとした。 

◼ 今年度の本委員会においては、比較的地域共生がしやすく、自家消費

型で導入されることで系統負荷の低い屋根設置太陽光発電のポテンシ

ャルを更に積極的に活用していくことが重要であることから、早期の

投資回収を可能とする「初期投資支援スキーム」の検討を行ってきた

ところ。今後の太陽光発電の導入を拡大していくためには、引き続

き、屋根設置区分における導入を促進していくことが重要。 
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◼ こうした状況を踏まえ、2025年度の事業用太陽光発電の入札制におい

ても、2023 年 10月から設けられた屋根設置区分に該当する案件につい

てのみ入札制の適用を免除することとした。 

（3） 2025年度の入札実施回数 

◼ 事業用太陽光については、事業者の案件形成スケジュールと入札スケジ

ュールのタイムラグを可能な限り低減させるため、2021 年度より年間４

回の入札を実施しているところ。 

◼ 案件形成の促進と入札の実務負担の観点から、2025年度の入札実施回

数は、今年度と同様、年間４回とすることとした。 

（4） 2025年度の入札募集容量 

◼ 今年度の入札について、昨年度の本委員会では、入札対象を FIP電源

のみとし、250kW以上全体で単一の入札枠の中で競争することとした。

具体的には（昨年度の本委員会の審議時点で判明していた昨年度第３

四半期まで３回分）の落札容量（全体）の平均値である 93MWを、今年

度初回の募集容量とした。 

◼ 同様に、今年度の入札３回の落札容量（全体）に着目すると、合計

183MW、平均 61MW。他方、各回の入札にはばらつきがあり、例えば、昨

年度は４回目（第４四半期）の応札量が 312MW（募集容量：134MW）と

なるなど、年度後半の入札に応札が集中する傾向も見られている。こ

の点を踏まえ、昨年度第４回から今年度第３回までの応札量の平均を

【参考 76】事業用太陽光発電の資本費及びその構成（規模別） 
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採ることで、過去１年間（通年）の平均値を参照すると、79MWとな

る。 

◼ 事業者の落札機会を確保する観点から、今年度初回の募集容量（93MW）

を据え置くという考え方もあり得るが、以下のとおり、FIT/FIP 制度外

での事業実施が増えている点を考慮し、前述の平均値である 79MW を採

用することとした。 

➢ 事業用太陽光については、コストダウンが進展する中で、FIT/FIP

制度による支援を受けずに事業を実施する形態（非 FIT/非 FIP）が

増加している。FIT/FIP制度外での導入が見込まれるため、「事業

用太陽光の FIT/FIP入札の募集容量」が、すなわち「数年後の事業

用太陽光の導入量」となるものではない。 

➢ 下記の点を踏まえると、今後も一定程度の非 FIT/非 FIPの事業実

施の増加が見込まれ、これらの事業は FIT/FIP入札には参加しな

い。その中で、FIT/FIP入札において、これまでと同程度の競争性

を確保する必要がある。 

 FIT/FIP 制度によらない太陽光発電の事業実施が見られる中

で、太陽光発電の導入量は、概ね５GW/年。また、事業者団体

が公表している太陽光パネルの出荷統計によれば、2023年度の

太陽光パネルの国内出荷量は 5.8GWとなっている。 

 FIT/FIP 制度を活用せずに PPAにより導入される太陽光発電に

ついては、令和３年度補正予算以降、「需要家主導による太陽

光発電導入促進補助金」により、総計 105件・439MWの導入支

援を行ってきた。また、関係省庁においても、様々な導入支援

が実施されている。こうした支援措置により、事業用太陽光発

電では、FIT/FIP制度によらずに事業実施を行うビジネスモデ

ルが確立しつつある。 

◼ 今年度の事業用太陽光の入札においては、前回の入札における入札容

量を踏まえて、以下のとおり、募集容量を機動的に見直すこととして

いる（参考 77）。 

➢ 今回入札で入札容量が募集容量を上回った場合には、次回入札の募

集容量は、今回入札の募集容量に今回入札の非落札容量の 55%を加

えた容量 
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➢ 今回入札で入札容量が募集容量を下回った場合には、次回入札の募

集容量は、今回入札の入札容量（ただし、年度初回入札の募集容量

を下限とする） 

◼ 来年度の入札においても、同様に、こうした募集容量の機動的な見直

しの仕組みにより、競争性の確保と太陽光導入の加速化を図ることと

した。 

【参考 77】募集容量の機動的な見直しの例 

 

（5） 2025年度の入札上限価格 

◼ 昨年度の本委員会では、今年度の入札上限価格については、2024年度

の事業用太陽光発電（入札対象範囲外の地上設置）の調達価格/基準価

格 9.2円/kWh と、2025年度の事業用太陽光発電（入札対象範囲外の地

上設置）の調達価格/基準価格 8.9円/kWhの間を刻む形で、第 20回か

ら第 23回にかけて、9.20円/kWh、9.13円/kWh、9.05 円/kWh、8.98円

/kWhと設定した。 

◼ 来年度の入札上限価格についても、今年度と同様の考え方に基づき、

2025年度の事業用太陽光発電（入札対象範囲外の地上設置）の調達価

格/基準価格 8.9円/kWhと、2026年度の事業用太陽光発電（入札対象

範囲外の地上設置）の調達価格/基準価格の間を刻む形で設定すること

とした（参考 78）。 
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【参考 78】2025年度の事業用太陽光発電の入札の上限価格のイメージ 
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2．陸上風力発電 

（1） 2025年度の入札対象範囲 

◼ 陸上風力発電については、入札制を導入することで事業者間の競争に

よるコスト低減を促していくという基本方針の中で、昨年度の本委員

会では、昨年度の入札結果が順調であったことや、250kW 以上を入札対

象とした場合に 50～250kWの区分において入札制度の適用を回避する

可能性があること、50kW以上を FIP制度のみ認められる対象としてい

ること等を踏まえ、2024年度の入札対象を 50kW以上とした。 

◼ 引き続き、陸上風力発電については、入札制の下で事業者間の競争に

よるコスト低減を促していくことが重要であること等を踏まえ、2025

年度の入札対象についても 50kW以上とした。 

（2） 2025年度の入札上限価格の事前公表/事前非公表 

◼ 上限価格の事前公表/非公表については、事業者の価格予見性の向上の

ため、引き続き、事前公表とした。 

（3） 2025年度の入札募集容量・入札実施回数 

◼ 2024年度の入札制の募集容量の設定にあたっては、エネルギーミック

スの実現に向けた導入加速化にも配慮しつつ、他の応札者との競争が

働くよう、2023年度と同様の考えに基づき、募集容量を設定した。 

◼ 具体的には、2023年度の設定時に考慮した以下の実績も踏まえ、2024

年度の初回入札の募集容量を 1.0GWとした上で、初回入札で入札容量

が 1.3GWを超える場合には、同年度内に追加の入札を実施することと

した。 

➢ 直近５年間の年間認定量（2018-2022年度）36の平均が 1.5GW/年、

最低水準が 1.0GW/年程度 

➢ これまでの年間認定量（2012-2022年度）36の平均が 1.2GW/年、ま

た、直近の入札容量が 1.3GW/年 

◼ 2025年度の入札制の募集容量及び追加入札の設定については、これま

で同様に、エネルギーミックスの実現に向けた導入加速化にも配慮し

 

 

36 2021,2022 年度については、入札容量 
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つつ、今年度の入札では、上限価格付近の応札が一定数確認されてい

ることや、応札容量は 885MWと、募集容量１GWを下回ったことを踏ま

え、他の応札者との競争が働くよう、応札容量が上回ることが想定さ

れるような募集容量を設定することとした（参考 79）。 

◼ 具体的には、以下の実績もふまえ、2025年度の初回入札の募集容量を

0.9GWとした上で、初回入札で入札容量が 1.2GWを超える場合には、

同年度内に追加の入札を実施することとした。 

➢ 直近５年間の年間認定量（2020-2024年度）37の平均が 1.4GW/年、

最低水準が 0.9GW/年程度 

➢ これまでの年間認定量（2012-2024年度）37の平均が 1.2GW/年 

【参考 79】2025年度の陸上風力発電の入札のイメージ 

 

  

 

 

37 2023,2024 年度については、入札容量 
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3．着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外） 

（1） 2025年度の入札上限価格の事前公表/事前非公表 

◼ 入札制度の設計にあたっては、以下の２つの大きな方向性が考えられ

る。 

➢ 上限価格を非公表としたうえで、相対的に余裕のある募集容量の下

で、上限価格を意識した競争を促す。 

➢ 上限価格を公表としたうえで、募集容量を絞り、限られた容量の下

で、他の事業者との競争を促す。 

◼ 再エネ海域利用法適用外の着床式洋上風力の認定件数・容量は 11件・

771MW（2024 年 11月時点）であり、これまでには認定案件のない年度

も存在する。来年度についても、複数事業者の入札参加がない可能性

も考えられる。こうした中でも入札による競争効果を促すため、上限

価格を事前非公表として、上限価格を意識した競争を促すこととし

た。 

 

（2） 2025年度の入札募集容量 

◼ 上述のとおり、複数事業者の入札参加がない可能性も考えられるもの

の、これまでには設備容量 187MWの認定案件もあることから、こうし

た案件と同程度の規模の案件が落札できる可能性も維持するため、

190MWを募集容量とした。 
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4．バイオマス発電 

（1） 2025年度の入札上限価格・募集容量 

◼ 昨年度の本委員会で、2025年度のバイオマス発電の入札対象範囲につい

ては、十分な FIT認定量があることや、海外ではより低コストで事業実

施できていること等を踏まえて、2018～2024年度と同様に、一般木質等

（10,000kW 以上）及び液体燃料（全規模）とすることを取りまとめた。 

◼ この上限価格については、引き続き、事前非公表として、上限価格を意

識した競争を促すこととした。 

◼ また、募集容量については、2024年度と同様に、 

➢ 基本となる募集容量については、過去に落札のあった入札回の落札

容量（第１回：35MW、第３回：２MW、第４回：51MW）の平均値（29.3MW）

を踏まえ、30MWとすることとした。 

➢ そのうえで、バイオマス発電の入札に限り、30MWを超える入札があ

った場合には、低価なものから順に並べた際に 30MW のラインにまた

がっている入札者の入札容量が全て落札されるように、募集容量を

拡大する（この結果、当該入札者は、入札容量全体について落札で

きることとなる。）こととした。但し、拡大する募集容量の上限は、

過去に設備容量 112MW の大規模案件を予定する事業計画が存在した

ことを踏まえ、110MW を上限（すなわち、30MW に加えた全体の上限

は 140MW）とすることとした。 
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5．入札実施スケジュール 

（1） 2025年度の入札実施スケジュール 

◼ 2025年度の入札実施スケジュールについて、 

➢ 太陽光発電は計４回（第 24回、第 25回、第 26回、第 27回）。 

➢ 陸上風力発電は１回（第５回）。ただし、1.2GWを超える入札容量

があった場合には、同年度内に追加の入札を実施する。 

➢ 着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）は１回（第４

回）。 

➢ バイオマス発電は１回（第８回）。 

の入札を実施する。詳細は参考 80のとおりとした。 

【参考 80】2025年度の入札実施スケジュール 

 

 

 

  



105 

Ⅴ. 地域活用要件 

（1） 2025年度以降の地域活用要件について 

◼ FIT 制度では、①需要地に近接して柔軟に設置できる、②災害時のレジ

リエンス強化やエネルギーの地産地消に資するといった再エネ電源の

特性を活かしつつ、地域の信頼を獲得しながら導入拡大を図っていくた

め、以下のとおり、地域活用要件を設定している。2025 年度以降（事業

用太陽光発電以外は 2026年度以降）についても、引き続き、こうした地

域活用要件を維持することとした。 

➢ 事業用太陽光発電（10-50kW） 

 再エネ発電設備の設置場所で少なくとも 30%の自家消費等を実

施すること38。 

 災害時に自立運転39を行い、給電用コンセントを一般の用に供

すること。 

➢ 風力発電・地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電（FIT制度適

用対象規模） 

 自家消費型・地域消費型/地域一体型の要件（参考 81） 

 

 

38 農地一時転用許可が３年間を超える営農型太陽光発電は、自家消費等を行わないものであっ

ても、災害時活用を条件に、FIT 制度の対象。 

39 災害時のブラックスタート（停電時に外部電源なしで発電を再開すること）が可能であるこ

と。 
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【参考 81】自家消費型・地域一体型の要件 

 

 

（2） 事業用太陽光発電の営農型特例の運用状況について 

◼ 事業用太陽光発電の地域活用要件としては、再エネ発電設備の設置場

所で少なくとも 30％の自家消費等を実施することを求めているが、所

定の条件を満たす営農型太陽光発電については、自家消費等を行わな

いものであっても、災害時活用を条件に、FIT制度の対象としている。

この特例の適用を受けるためには、FIT認定後３年以内に農地転用許可

を得る（農地一時転用許可証を提出する）ことが FIT認定の際の条件

となっている。 

◼ 昨年度までの本委員会でも検討を行ってきたとおり、FIT 認定後３年を

経過してもなお農地一時転用許可証の提出がない案件については、厳

格な対応を適切に措置していくことが必要となる。 

◼ 2024年４月に施行した再エネ特措法では、関係法令違反等の状態にあ

る再エネ発電事業に対し、その違反の早期是正を促すため、FIT/FIP交

付金の交付を一時停止する措置を導入している。 

◼ この措置を活用し、2024年８月５日には、FIT認定後３年を経過して

もなお農地一時転用許可証の提出がない案件も含めて、不適切な事由
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が確認された営農型太陽光発電事業（計 342件）に対する FIT/FIP交

付金の一時停止措置を講じたことが報告された。加えて、今後も、随

時、違反事業者等には、厳格な対応を講じていくことが確認された。 

（3） 事業用太陽光の災害時活用要件について 

◼ 事業用太陽光発電の地域活用要件としては、災害時に自立運転を行

い、給電用コンセントを一般の用に供することを求めている。近時で

は、地震・台風・大雨等の災害が激甚化・頻発化しており、そうした

災害時に、地域活用要件を具備した太陽光発電が地域で適切に活用さ

れることが重要である。 

◼ 地域活用要件を具備した太陽光発電は、原則として再エネ発電設備の

設置場所で少なくとも 30％の自家消費等を実施することを求めている

ことから、基本的には屋根設置太陽光などの「需給近接型電源」であ

り、設置者が設置場所に居住又は勤務等している場合が想定される。

発災時に地域活用要件を具備した太陽光発電が地域で活用されるに

は、こうした設置者と地域での防災を担う市町村が、平時から連携し

ておくことが必要となる。 

◼ こうした点を踏まえ、各市町村が、その地域の実情に応じて、防災の

方針等（防災計画、防災協定、各戸に配布している防災マップ等）

に、地域活用要件を具備した太陽光発電を位置づけやすくなるよう、

国として、次のような環境整備40を行うこととした。 

➢ 地域活用要件を具備した太陽光発電について、国が FIT認定を行っ

た際には、当該事業の概要等について、国から当該事業の設置場所

を所管する市町村に対して、プッシュ型で情報提供を行うこととし

た。 

➢ 地域活用要件を具備した太陽光発電について、市町村から事業者に

対し、例えば以下のような災害時活用に関する協力の依頼があった

場合には、それに応じるよう努めることを FIT制度の事業計画策定

 

 

40 地域の実情は様々であることから、具体的な災害時活用のあり方を国が一律に細かく規律す

ることはしないこととした。また、各市町村の事務負担に配慮し、各市町村に追加的な対応を

求めるという考え方ではなく、各市町村の防災に係る事務が円滑となるように国としてサポー

トするという考え方を採ることとした。 
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ガイドラインに明記することとした。 

⚫ 自治体と事業者間での防災協定等の締結（開錠方法や利用者の

誘導方法等） 

⚫ 発災を想定した訓練・ミーティング等の実施 

◼ FIT/FIP 制度に関する情報提供を目的に毎年度開催している「情報

連絡会」において、国から自治体に対して、再エネ電源の災害時活

用の先進事例や防災協定のひな形等の情報提供を行い、好事例の横

展開を促進することとした。 
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Ⅵ. その他電源共通事項  

1．再生可能エネルギーの自立化について 

（1） 再生可能エネルギーの自立化について（総論） 

◼ FIT/FIP 制度は、再エネのコスト競争力が他電源と比べてまだ十分では

ない段階において、国民負担により価格支援を行うことで導入拡大を図

り、導入拡大によるスケールメリット・習熟効果等を通じてコストダウ

ンを実現していく制度である。したがって、FIT/FIP 制度の対象となる

電源は、将来的に FIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展す

る状況までコストダウンを実現していくこと、すなわち、再生可能エネ

ルギーの自立化を実現していくことが制度の前提である41。 

◼ これまでの本委員会の議論でも、再生可能エネルギーの自立化を図って

いくために、価格目標の設定、トップランナーに照準を当てた調達価格

/基準価格の設定、入札制の活用など、コスト低減に向けた様々な取組を

講じてきた。 

◼ 本年度の委員会においては、各再エネ電源の自立化に向けた進捗状況と

それを踏まえた支援のあり方等について、以下のとおり整理することと

した。 

 

① 「再生可能エネルギーの自立化」の具体的な考え方 

◼ 再生可能エネルギーの自立化とは、将来的に FIT/FIP制度がない状態で

も新規の電源投資が進展する状況までコストダウンを実現することと

考えられる。具体的には、例えば、事業実施期間中に以下のような収益・

便益42を得ることを考慮した際に、投資回収が可能な水準までコストを

 

 

41 この点に関して、第 68 回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会（2024 年 12 月 25

日）で示されたエネルギー基本計画（案）においても、「再生可能エネルギーのコストを競争

力ある水準に低減させ、自立的に導入が進む状態を早期に実現していく」とされている。 

42 レジリエンスや地域の農林業・地域活性化等に資する便益も存在する。ただし、これらの便

益の定量評価は困難である点や、当該便益に対する政策間の役割分担（エネルギー政策として

支援すべきものか否か）には留意が必要である。また、熱利用等に関する便益も存在する点に

も留意が必要である。 
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低下させることと捉えることが重要である。 

➢ 卸電力取引市場又は相対取引を通じた売電や、自家消費により得ら

れる kWh 価値。（但し、特に自然変動電源については、当該電源が発

電する時間帯等における電気の価値に留意することが必要となる。

また、自家消費は統合コストの抑制にも資する点に留意が必要であ

る。） 

➢ 環境価値。 

➢ 容量市場・需給調整市場により評価される kW価値・ΔkW価値。 

◼ なお、「再生可能エネルギーの自立化」について、FIT/FIP 制度の支援期

間が終了した後に政策支援なく事業が継続することを指すという考え

方（＝卒 FIT/FIP後の長期稼働）もあり得る。国民負担による支援を受

けて導入した電源である以上、FIT/FIP 制度の支援期間が終了した後も

長期安定的に稼働することは当然の要請であり、現時点でこうしたコス

ト水準に達していない電源（例：運転維持費等が前述の収益・便益を上

回る電源）は、まずはこの水準を目指していくこととなるが、中長期的

には、前述の「将来的に FIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が

進展する状況」を目指していくべきである。 

 

② 自立化に向けた進捗状況とそれを踏まえた支援のあり方 

◼ 各再エネ電源は、電源の特性、導入状況等に応じて、コストダウンのス

ピードに差異がある。そうした点も踏まえた上で、前述①の考え方も踏

まえて、次のように支援のあり方を整理した。 

 

a) コストダウンが進展している/見込まれる電源（例：太陽光発電・風

力発電等） 

➢ 太陽光発電や風力発電等は、コストダウンが進展している/見込まれ

る電源であり、実際に FIT/FIP 制度によらずに事業を実施する例も

生じている。こうした電源については、早期の自立化を促していく

ことが重要である。 

➢ 具体的には、引き続き、具体的な年限を設定した価格目標を設定し、

更なるコストダウンを促していくことが必要である。 
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➢ また、特に大規模な事業用太陽光発電は、今年度の本委員会の主な

論点として、「FIT/FIP 制度からの自立（FIT/FIP 制度の支援なく初

期投資が自立的に進展する状況）の時期が到来しつつあるところ、

太陽光発電の自立のあり方についてどう考えるか」としているとお

り、引き続き、入札結果や案件組成状況を踏まえ、具体的な自立化

の道筋の検討を加速させていくこととした。 

➢ 具体的な自立化の道筋としては、A. FIT/FIP制度の新規認定（入札）

の対象外とする、B. 卸電力取引市場価格を下回る低価な入札上限価

格を設定し、その水準を徐々に低減させる等の方法があり得る。A. 

を採る場合、FIT/FIP 制度による規律の対象外となる電源が増える

ことを考慮する必要がある。また、B. については、実際に卸電力取

引市場価格を下回る水準の価格での応札も生じているが、そうした

事業者の入札行動やニーズについて、分析する必要がある。 

b) 緩やかなコストダウンが期待される電源（例：小規模な地熱発電・

水力発電等） 

➢ 小規模な地熱発電・水力発電等は、緩やかなコストダウンが期待さ

れる電源であるが、太陽光発電等と比べて稼働期間が長いという特

徴を有している。この特徴も踏まえ、まずは、FIT/FIP 制度の支援期

間の終了後も長期安定な稼働が確保されることが重要となる。 

➢ その上で、中長期的には、再生可能エネルギーの自立化を目指して

いく、すなわち、「FIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進

展する状況」を目指していくこととした。 

c) 自立化への課題が極めて大きいコスト構造にある電源（例：大規模

バイオマス発電等） 

➢ 大規模バイオマス発電は、発電コストの大半を燃料費が占めるとい

うコスト構造にあることに加え、その燃料費は国際市場の需給や円

安等の影響を強く受ける性質があり、現在の事業環境下では、新規

の案件形成が大きく進むとは考えにくい。43 

 

 

43 本年度の本委員会においては、現在入札区分となっている一般木質等（10,000kW 以上）及

び液体燃料（全規模）を、2026 年度以降、FIT/FIP 制度の支援の対象外とすることについて、

議論を行った。 
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（2） 価格目標について 

◼ これまで、FIT/FIP 制度では、事業者の努力やイノベーションによるコ

スト低減を促す観点から、官民が協調して目指すべき水準として、電源

ごとに中長期的な価格目標を設定してきた。また、調達価格/基準価格の

設定にあたっては、当該価格目標が法定の勘案事項とされている。 

◼ 再生可能エネルギーの自立化に向けた議論に加えて、第７次エネルギー

計画策定に向けた基本政策分科会やコスト検証ワーキンググループに

おける議論、各事業者団体が掲げる目標などを踏まえて、価格目標の設

定のあり方について、以下のとおり整理することとした。 

◼ 現行の価格目標は、事業用太陽光発電・陸上風力発電・着床式洋上風力

発電は数値目標が設定されており、中小水力発電・地熱発電・バイオマ

ス発電等は「電源自立化を目指す」と設定されている。一方、 

➢ 数値目標が設定されている電源について、当該数値目標は、将来的

な自立化の見通しや海外の状況等も踏まえて設定されたものである。

他方で、例えば、インフレ等による収入・費用の変動や他電源との

相対比較の状況等によっては、当該数値目標と自立化可能性が必ず

しも連動するとはいえない。 

➢ 「電源自立化を目指す」との目標が設定されている電源について、

その目標の趣旨の明確化を図ることで、より事業・制度の予見性を

高めることに繋がると考えられる。 

◼ 以上の点と前述の①再生可能エネルギーの自立化に向けた考え方を踏

まえ、全電源について、価格目標は、「将来的に FIT/FIP 制度がない状態

でも新規の電源投資が進展するよう、卸電力取引市場等による売電収入、

自家消費便益、環境価値その他の再エネ発電事業により得られる収入又

は便益を勘案した際に、事業実施期間において、投資回収が可能となる

水準までコスト低減を目指す。」という具体的な考え方を規定すること

とした。そのうえで、その具体的な水準については、電源ごとに、収入・

便益の水準を踏まえて、投資回収可能な水準として各年度の本委員会44

において、最新のデータを用いて定量的に算定することとした。 

◼ 価格目標の具体的水準の算定にあたって用いる収入・便益については、

 

 

44 来年度以降、各年度の調達価格/基準価格を審議する初回の委員会において提示し、事業者団

体ヒアリングや定期報告データを踏まえた審議の回に勘案できるようにする。 
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以下のとおり整理した。 

➢ kWh価値4546: 

自然変動電源である太陽光発電・風力発電については、エリア需給

実績データが存在する 2016年度から前年度までにおけるエリア別・

時間帯別の発電電力量で加重平均したそれぞれの回避可能費用単価

を基礎とすることとした。但し、非変動電源である地熱発電・中小

水力発電・バイオマス発電については、2016年度から前年度までに

おけるシステムプライスの単純平均を基礎とすることとした。 

➢ 自家消費便益47： 

住宅用太陽光及び屋根設置の事業用太陽光については、自家消費が

想定されるため、それぞれ、家庭用電気料金水準と産業用電気料金

水準を基礎とすることとした。 

 

➢ 環境価値： 

再エネ価値取引市場における約定価格を基礎とすることとした。 

 

 

45但し、2021～2022 年度の卸電力市場価格は、2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵略開

始等による燃料輸入価格の高騰に伴う影響を受けている一方、2023 年度（10.74 円/kWh）に

は 2020 年度（11.21 円/kWh）と同水準となったことから、2016 年度（電力小売全面自由化）

から最新年度のうち、2021 年度と 2022 年度を除いた各年度の卸電力取引市場価格の平均値の

平均を採用することを基本としつつ、今後の卸電力市場価格の動向を踏まえて、データの扱い

方について議論することとした。 

46 また、現時点の卸電力市場価格は、発電側課金対象外の電源の影響も受けていると考えられ

ることから、卸電力取引市場価格からの便益の算出にあたっては、卸電力取引市場価格から、

電源ごとに FIT/FIP 制度において考慮している発電側課金相当額を減じることとした。但し、

発電側課金の額は将来的には卸電力取引市場価格に転嫁されることが想定されるため、転嫁さ

れる額として現時点の発電側課金相当額のうちで最も低い水準である 0.4 円/kWh を便宜的に

想定し、電源ごとに FIT/FIP 制度において考慮している発電側課金相当額を減じる際には、

「各電源の発電側課金相当額から 0.4 円/kWh を減じた額」を減じることとした。 

47 現在、太陽光発電の調達価格/基準価格の算定においては、自家消費便益として大手電力の

直近 10 年間の電気料金単価の平均値に、現行の消費税率を加味した値（2026 年度の価格算定

においては、家庭用電気料金水準：27.31 円/kWh、産業用電気料金水準：19.56 円/kWh を想

定）を、自家消費率として 30%を、想定値として設定している。 
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◼ さらに、具体的な年限とともに価格目標を設定している電源について

は、当該価格目標の実現にあたって、その達成時期までに、一定の低

減率にて、コスト低減を行っていくことを想定した場合において、各

年度において達成することが期待される「期待価格水準（参考値）」に

ついても、各年度の本委員会で、価格目標と併せて具体的水準を示す

こととした。 

◼ 具体的な「期待価格水準（参考値）」は、以下の指標を用いて算定するこ

ととした。 

➢ 電源技術の進展等によるコスト低減率：             

コスト検証 WGにおいて試算された、政策経費込みの足下コスト

（2023 年）と将来コスト（2040年）の比に基づき試算。 

➢ 業界のコスト低減目標： 

本委員会における業界ヒアにおいて、明確に目標として設定された

コスト削減率を参照。 

➢ 内外価格差の縮小： 

着床式洋上風力について、公募第３ラウンドで内外価格差が 1.36倍

とされたところ、国内サプライチェーンの形成等により、この内外

価格差が１になると想定。 

◼ なお、FIT/FIP 認定から運転開始までには、運転開始期限と同じ年数を

要することを想定した48。 

  

 

 

48 例えば、価格目標を運転開始年ベースで設定するところ、運転開始期限がｎ年の電源は、価

格目標の達成期限からｎ年前に認定された案件の FIT/FIP 価格が価格目標水準に到達するよう

促すこととした。また、再エネ海域利用法適用対象の着床式洋上風力については、公募開始か

ら運転開始までに７年程度の期間を要することが想定されるところ（第 99 回事務局資料参

照）、着床式洋上風力の FIT/FIP 認定から運転開始までの期間は７年間と想定することとし

た。 
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2．2025 年度以降のバランシングコスト 

◼ バランシングコストは、2022年度の FIP制度開始以降、FIP電源に対

して、発電計画の策定や、発電量/市場価格/気象の予測等の対応に要

する費用に充てるために交付されている。 

◼ 今般、FIT 電源と FIP電源の電源の性質と、需給バランスへの貢献に関

する公平性の確保の観点から、出力制御順の変更を措置するが、再エ

ネ電源の電力市場への統合を進めていくためには、発電計画の策定等

のみならず、電力市場価格の低い時間帯から高い時間帯への供給シフ

トを含め、再エネ発電事業者側の高度な取組が円滑に実施されるよう

に事業環境整備を行っていく必要がある。こうした目的を踏まえて、

今回の措置（バランシングコストの増額）を講じるものと整理するこ

ととした。 

◼ なお、バランシングコストは、FIT電源には交付されず、FIP電源にの

み交付されることから、その交付額を増額することは、結果的に FIP

制度の活用を促進する効果がある。特に、今般の出力制御順の変更と

併せて、バランシングコストの交付額を増額することは、結果とし

て、FIT電源への支援を FIP電源への支援にリバランスする効果があ

る。 

◼ 一方、国民負担の抑制の観点に加えて、再エネ導入に当たっての統合

コストを最小化していく観点からは、引き続き、事業者が発電計画の

策定や供給シフト等に要する費用を低減させるインセンティブを持た

せることが重要である。このため、年度を経るにつれて、バランシン

グコストの交付額が減少していく仕組みは維持しつつも、2025年度以

降の①措置対象、②措置期間、③交付額について、次のように整理す

ることとした。 

① 措置対象 

➢ 措置対象については、2024年度のバランシングコストの見直し措

置と同様、供給シフトの円滑化に向けて特に重点的な事業環境整備

が必要となる自然変動電源（太陽光発電・風力発電）を対象とする

こととした。 

➢ また、FIP電源としての運転開始年度について、2025 年度以降のも

のに対象を限定するという考え方もあり得るが、既に先行的に FIP

認定を受けた事業との公平性に考慮し、FIP電源としての運転開始
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年度を問わずに対象とすることとした。 

② 措置期間/③交付額 

➢ 措置期間は、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワー

ク小委員会での検討も踏まえ、FIP比率が 25％に達した年度までと

することとした。 

➢ そのうえで、交付額については、年度を経るにつれて交付額が減少

していくこととし、今般の出力制御順の変更により結果的に生じる

国民負担の抑制効果49の範囲内において設定することとした。 

➢ 具体的には、一定の仮定の下での機械的な計算によると、出力制御

順の変更による国民負担の抑制額は、約 19億円（バランシングコ

スト単価に換算すると 1.3円/kWh程度に相当）50となる。この範囲

内での支援とする観点から、2025年度のバランシングコストの増

額分は、＋1.00円/kWhとすることとした。 

➢ また、2026年度以降のバランシングコストの増額分（単価）は、

その時点での FIP対象電源の量によって、国民負担の抑制効果内と

なる単価水準が変わることから、来年度以降に算定51することとし

た。 

 

 

49 FIP 電源は、出力制御時間帯（卸電力取引市場価格が 0.01 円/kWh となるコマ）はプレミア

ムの交付対象外であるため、出力制御順の変更により、出力制御確率が減少しても国民負担の

額は不変となる。したがって、出力制御順の変更後の状況においては、FIT 電源の出力制御確

率が増加することにより、一定の国民負担の抑制効果が生じる。 

50 出力制御順の変更を行うタイミングでの FIP 比率を、現在の約 2.5 倍である 4％と仮定し

て、出力制御順を変更した場合における国民負担の抑制効果を、FIT 電気 1kWh の買取りに要 

する費用に、FIT→FIP の順に出力制御を実施した場合に、追加で出力制御の対象となる FIT

電力量を乗じて計算すると、約 19 億円となる。これを現時点での FIP 発電電力量（約 15 億

kWh）で除すと、約 1.3 円/kWh となる。 

51 来年度以降の算定においても、引き続き、出力制御順の変更により結果的に生じる国民負担

の抑制効果の範囲内において設定するという考え方は維持する。その際に、前述の範囲内でど

の程度の額を設定するかは、必ずしも小数点第１位を切り捨てる考え方によらず、その時点で

の状況等を見極めつつ、本委員会で議論して決定する。 
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Ⅶ. 調達価格等に関する結論  

 以上を踏まえ、2025年度以降の交付対象区分等、基準価格等、特定調達対象

区分等、調達価格等、入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等

並びに解体等積立基準額に関する本委員会の意見を、別紙のとおり取りまとめ

た。 

 


